
 

 

I. 
外
部
監
査
の
概
要

  

1 1 
外外

部部
監監

査査
のの
種種
類類

  

本
外

部
監
査

は
、
地

方
自
治
法

第
2
5
2
条

の
3
7
第

1
項
の

規
定

に
よ

り
監
査

を
実
施
し

た
。
 

 

22 
選選

定定
しし

たた
特特
定定
のの
事事
件件
（（
テテ

ーー
ママ
））

  

 

 
外外

部部
監監

査査
のの
テテ
ーー
ママ

  

山
梨

県
立
学

校
に
係

る
事
務
の

執
行

に
つ

い
て
 

 

 
外外

部部
監監

査査
対対
象象
期期
間間

  

令
和

元
年
度

及
び
必

要
に
応
じ

遡
及

す
る

年
度
並

び
に
一
部

令
和

２
年

度
 

 

33 
事事

件件
をを

選選
定定
しし
たた
理理
由由

  

 山
梨

県
で

は
、

2
0
4
0

年
ま

で
に

本
県

が
目

指
す

べ
き

姿
「

県
民

一
人

ひ
と

り
が

豊
か

さ
を

実
感

で

き
る

や
ま
な

し
」
を

実
現
す
る

た
め

、
新

た
な
県

政
運
営
の

指
針

と
な

る
「
山

梨
県
総
合

計
画

」
を

策

定
し

て
い
る

。
 

こ
の

総
合
計

画
は

2
0
1
9（

令
和

元
）
年

度
か

ら
2
02
2（

令
和

4
）
年

度
ま

で
の

4
年

間
を

計
画

期
間

と
し

、
県

庁
内

各
部
門

の
個
別

計
画

の
上

位
に
位

置
す
る
、
新

た
な

県
政

運
営
の

基
本
指

針
と

な
る

も

の
で

あ
り

、
約

2
0
年
後

の
20
4
0
年

頃
ま

で
に
目

指
す
べ
き

本
県

の
姿

を
明
ら

か
に
す
る

長
期

的
な

構

想
と

し
て

の
性

格
を

有
す

る
も

の
で

あ
る

。
併

せ
て

、
リ

ニ
ア

中
央

新
幹

線
の

開
業

後
と

な
る

2
0
3
0

年
を

視
野
に

、
こ

れ
か

ら
の

4
年

間
に
実

施
す
る

施
策
・
事

業
の

内
容

や
工
程

等
を
明
ら

か
に

す
る

ア

ク
シ

ョ
ン
プ

ラ
ン
と

し
て
の
性

格
を

持
つ

も
の
で

あ
る
。
 

そ
の

長
期
的

展
望
の

中
で
の
基

本
理

念
と

し
て
は

、
目

指
す

べ
き

本
県

の
姿
を

次
の
と
お

り
示

し
て

い
る

。
 

包
括

外
部

監
査

結
果

報
告

書
 

 
令

和
３

年
３

月
２

３
日

 
 山

梨
県

監
査

委
員

 
殿

 
 

包
括

外
部

監
査

人
 

 
田

 
中

 
佑

 
幸

 
      

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年

　一
七
、六
〇
〇
円  （
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

○
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

監 

査 

委 

員

山
梨
県
公
報

目

　
　
　次

監 

査 

委 

員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
三
号

　地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
七
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
包
括
外
部
監
査
人
田
中
佑
幸
か
ら
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
梨
県
監
査
委
員

　
　中

　澤

　
　和

　樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　同

　
　
　
　
　
　
　
　小

　泉

　
　久

　司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　同

　
　
　
　
　
　
　
　久
保
田

　
　松

　幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　同

　
　
　
　
　
　
　
　早

　川

　
　
　
　浩

水 曜 日

号
外
第
十
五
号

令
和
三
年四

月
二
十
八
日

一



 

 （
2
0
％

）
等

が
上
位

を
占
め
て

お
り

、
県

民
の
関

心
が
高
い

こ
と

が
分

か
る
。
 

ま
た

、
特
別

支
援
学

校
の
教
育

に
つ

い
て

は
、
「
満

足
・
ほ

ぼ
満

足
」

が
5
年

前
と
比

較
し

て
1
.8

ポ
イ

ン
ト
減

少
し
て

い
る

。
そ

し
て

、
特
別

支
援
学

校
の
教

育
で

は
ど

の
よ
う

こ
と
に
注

力
す

べ
き

で

あ
る

か
に
つ

い
て

、「
障

害
の

状
態

や
特

性
に
応

じ
た
学
習

指
導

を
充

実
す
る

」（
6
3％

）
、「

個
性
や

特

性
を

伸
ば
す

」（
3
2％

）
、「

一
人

一
人

の
ニ

ー
ズ
に

応
じ
た
進

路
指

導
を

充
実
す

る
」（

31％
）
、「

医
療
、

福
祉

、
保

健
、

労
働

等
の

関
係

機
関

と
の

連
携

を
推

進
す

る
」
（

2
8
％

）
、
「

基
本

的
な
生

活
習

慣
を

身

に
付

け
、

規
範

意
識

や
社

会
性

を
高

め
る

」
（

2
3
％

）
等

が
上

位
を

占
め

て
お

り
、

県
民

の
関

心
が
高

い
こ

と
が
分

か
る
。
 

こ
の

よ
う
な

教
育
に

対
す
る
県

民
意

識
等

の
結
果

も
踏
ま
え

て
、
山

梨
県

教
育
大

綱
（
令

和
元

年
度

か
ら

令
和

5
年

度
）
が
策

定
さ

れ
、
そ

の
根

本
と

な
る

方
針

と
し

て
、
山

梨
県

教
育

振
興

基
本

計
画

が

位
置

付
け
ら

れ
て
い

る
。
す
な

わ
ち

、
山
梨

県
教

育
大

綱
は

、
地

方
教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関

す
る

法
律
第

1
条
の

3
第

1
項

に
基

づ
き

、
本

県
の

教
育
、
学

術
及

び
文

化
の
振

興
に
関

す
る

総
合

的

な
施

策
と
し

て
、
総
合

教
育
会

議
の

場
に

お
い
て

知
事
と
教

育
委

員
会

が
協
議

を
行
っ
た

う
え

で
知

事

が
定

め
た
も

の
で
あ

る
。
そ
の

教
育

大
綱

の
前
文

の
中
で
、
山

梨
県

教
育

振
興

基
本

計
画

は
、
山

梨
県

の
教

育
等
の

振
興
の

た
め
の
施

策
に

関
し

て
、
そ
の

目
標
や

施
策

の
根

本
と
な

る
方
針
を

規
定

す
る

基

本
的

な
計
画

で
あ
る

と
規
定
さ

れ
て

い
る

（
教
育

基
本
法
第

1
7
条
第

2
項

）。
 

こ
の

山
梨
県

教
育
振

興
基
本
計

画
が

目
指

す
方
向

性
は

、
基

本
理

念
、
基

本
目
標

及
び
施

策
体

系
と

し
て

次
の
と

お
り
規

定
さ
れ
て

い
る

。
 

 【
基

本
理
念

】
 

「
学

び
続
け

 
共
に

生
き
 
未

来
を

拓
く

 
や
ま

な
し
の
人

づ
く

り
」
 

 【
3
つ

の
基

本
目
標

】
 

基
本

目
標
Ⅰ

：
「

生
き

る
力
」

を
育

む
質

の
高
い

教
育
の
実

現
 

基
本

目
標
Ⅱ

：
人
生

を
豊
か
に

し
、

社
会

を
支
え

る
生
涯
学

習
の

展
開
 

基
本

目
標
Ⅲ

：
だ
れ

も
が
安
心

し
て

学
べ

る
教
育

環
境
の
整

備
 

 こ
れ

ら
の
基

本
目
標

の
も
と
、
そ

れ
ぞ

れ
の

基
本

方
針
、
21

の
施

策
項

目
が
掲

げ
ら
れ
て

い
る
。
そ

し
て

、
当

計
画

の
進

行
管

理
と

し
て

、
各

基
本

目
標

と
そ

の
構

成
要

素
と

し
て

の
基

本
方

針
ご

と
に
、

目
標

と
な
る

指
標
を

設
定
し
て

、
毎

年
度

、
定

期
的

な
点
検
・
評

価
を

行
い

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

に

よ
る

進
行
管

理
を
実

施
し
て
い

る
。
 

外
部

監
査
に

お
い
て

も
、
目
標

と
な

る
指

標
や
そ

の
数
値
の

達
成

状
況

等
に
関

し
て
も
、
財

務
監

査

の
実

施
と
付

随
し
て

検
証
す
る

こ
と

は
意

義
の
あ

る
も
の
と

考
え

る
。
 

ま
た

、
山

梨
県

立
高

校
の

学
校

数
や

教
職

員
数
は

、
教

育
委

員
会

を
は

じ
め
と

し
て

、
県

立
高

等
学

校
3
5
校

（
全
日

制
2
7
校

、
定

時
制

7
校
、

通
信

制
1
校
）
、

特
別

支
援

学
校

1
2
校

（
本

校
1
0
校

、

分
校

2
校

）
、

教
員

・
職
員
が

配
置

さ
れ

て
い
る

。
直
近
の

教
職

員
数

は
、
県

立
全
日
制

校
に

1
,
8
30

 

 

す
な

わ
ち

、
「

県
民

一
人

ひ
と

り
が

豊
か

さ
を

実
感

で
き

る
や

ま
な

し
」

を
目

標
に

掲
げ

、
県

民
の

生
活

に
寄
り

添
い
な

が
ら
、
県

民
は

も
ち

ろ
ん
、
市
町

村
、
関

係
団

体
、
民

間
企

業
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

及
び

教

育
・
研

究
機
関

な
ど

と
の

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ
に

よ
り

、
こ

の
山

梨
の

地
こ
そ

、
最

も
自

分
が

輝
け

る

場
所

で
あ
り

、
幸

せ
に

な
れ
る

場
所

と
な

る
よ
う

、
一

人
ひ

と
り

が
抱

く
夢
や

希
望
を
実

現
で

き
る

県
、

も
っ

と
豊

か
さ

と
幸

せ
を

実
感

で
き

る
県

を
目

指
し

て
い

る
。

そ
し

て
、

2
0
4
0

年
の

山
梨

県
の

将
来

像
の

ひ
と

つ
と

し
て

、
「

一
人

ひ
と

り
の

可
能

性
を

広
げ

る
教

育
」

を
設

定
し

、
総

合
計

画
に

お
い
て

も
教

育
の
重

要
性
を

十
分
に
認

識
し

て
い

る
も
の

と
考
え
ら

れ
る

。
 

本
県

が
目
指

す
べ
き

こ
の
よ
う

な
姿

を
実

現
す
る

た
め
に
、
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ
ン

に
お
い

て
は

、
よ

り
具

体
的
に

、
5
つ

の
基

本
戦

略
と

そ
れ

を
実
現

す
る
た
め

の
1
7
の

政
策
、

そ
し
て
、

政
策

を
実

現

す
る

た
め
の

1
6
7
の

施
策
と
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業
を

設
定
し
、
そ

れ
ら

の
取

組
み
を

進
め
て

い
る

こ
と

が

分
か

る
。
 

総
合

計
画
の

将
来
像

で
位
置
付

け
た

教
育

の
重
要

性
に
対
応

し
て

、
こ
の

ア
ク
シ

ョ
ン
プ

ラ
ン

で
も

5
つ

の
基
本

戦
略
の

う
ち
、
戦

略
2
と
し

て
、「

次
世
代
「

や
ま

な
し

」
投
資

戦
略
」
を

位
置

づ
け

、
そ

の
ひ

と
つ
の

政
策
と

し
て
「
一

人
ひ

と
り

の
個
性

を
生
か
し

た
教

育
の

推
進

」
を
掲

げ
て

い
る

。
そ
の

政
策

は
次
の

と
お
り

1
3
の
施

策
か

ら
な

っ
て
い

る
。
 

①
知

事
と

教
育

委
員

会
の

連
携

に
よ

る
教

育
行

政
の

推
進

、
②

2
5

人
を

基
本

と
す

る
少

人
数

教
育

の
推

進
、
③
学

力
向

上
に

向
け

た
取

り
組

み
の
推

進
、
④
い

じ
め

対
策
・
不

登
校
支

援
の

た
め

の
体

制

整
備

、
⑤
学

校
に
お

け
る
働
き

方
改

革
の

推
進
、
⑥

I
C
T
を

活
用

し
た

人
材
育

成
、
⑦
グ

ロ
ー

バ
ル

人

材
の

育
成

、
⑧

公
立

高
等

学
校

等
の

就
学

支
援

、
⑨
魅

力
あ

る
高

校
づ

く
り
の

推
進

、
⑩

一
人

ひ
と

り

に
応

じ
た
特

別
支
援

教
育
の
推

進
、
⑪

私
立

学
校

の
振

興
、
⑫

自
然

保
育

の
導

入
の

促
進

、
⑬

次
代
の

や
ま

な
し
を

支
え
る

人
材
の
育

成
 

以
上

の
よ
う

に
、
総
合

計
画
の

長
期

的
展

望
や
ア

ク
シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
に

お
い
て

は
、
教
育

の
重

要
性

に
着

目
し
、
特
に

ア
ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
で

は
「

次
世
代
「
や

ま
な

し
」
投
資

戦
略
」
の
ひ

と
つ

の
政

策

と
し

て
、

小
学

校
か

ら
大

学
に

至
る

ま
で

の
若

い
世

代
に

対
す

る
先

行
投

資
と

し
て

「
教

育
の

推
進
」

を
掲

げ
て
い

る
。
 

一
方

、
こ

れ
ま

で
の
教

育
行
政

の
成

果
と

し
て
は

、
県

民
の

教
育

に
対

す
る
満

足
度
等
に

関
す

る
調

査
に

よ
る

と
、

次
の

よ
う

な
結

果
を

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
「

や
ま

な
し

の
教

育
に

関
す

る
ア
ン

ケ
ー

ト
調
査

 
最
終

報
告
書
」

平
成

3
0
年

6
月
山

梨
県
教

育
委

員
会

）
。
 

す
な

わ
ち

、
こ

ど
も

の
学

校
教

育
に

つ
い

て
、

小
・

中
学

校
及

び
高

等
学

校
の

教
育

に
関

し
て

は
、

「
満

足
・
ほ

ぼ
満

足
」
は

5
年

前
に

比
較

し
て
増

加
し
て
い

る
。
た

だ
し
、
高

等
学

校
の
「

満
足
・
ほ

ぼ
満

足
」
の
増

加
幅
（

0
.
3
ポ

イ
ン

ト
増

）
は

、
小
・
中
学

校
に

比
べ

て
一
桁

低
く

、「
ほ

ぼ
満

足
」
は

1
.
4
ポ

イ
ン

ト
減
少

し
て
い
る

。
そ
し

て
、
高

等
学

校
の
教

育
で

は
ど

の
よ
う

こ
と
に
注

力
す

べ
き

で

あ
る

か
に
つ

い
て

、「
生

徒
の

進
路

実
現

の
た
め

の
確
か
な

学
力

を
身

に
付
け

る
」（

49
％

）
、「

キ
ャ
リ

ア
教

育
を

充
実

す
る

」
（

3
6
％

）
、
「

思
考

力
・

判
断

力
・

表
現

力
・

学
び

に
向

か
う

力
・

人
間

性
等

の

育
成

」（
3
3
％

）
、「

国
際

社
会

の
一

員
と

し
て
、
視
野

を
広

げ
、
英

語
力
を

伸
ば
す

」（
2
6
％

）、「
自

分

や
ま

わ
り
の

ひ
と
の

人
権
を
大

切
に

す
る

心
や
態

度
を
育
て

る
」（

2
1％

）
、「

個
性

や
特
性

を
伸

ば
す

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二



 

 

７
 

山
梨

県
教
育

委
員
会

 
保
健
体

育
課

 
８

 
山

梨
県

教
育

委
員
会

 
県
立
学

校
 

９
 

山
梨

県
教
育

委
員
会

 
総
合
教

育
セ

ン
タ

ー
 

１
０

 
山

梨
県

総
務

部
 
財

産
管
理
課

 
１

１
 

山
梨

県
県
土

整
備
部

 
営
繕
課

 
１

２
 

山
梨

県
出
納

局
 
管

理
課

 
  

  外外
部部

監監
査査

のの
実実

施施
目目

的的
  

 外
部

監
査
制

度
の
目

的
は

、
地

方
公

共
団

体
の
監

査
機
能
の

強
化

に
あ

り
、
監
査

に
係
る

専
門

性
及

び
独

立
性

を
担

保
す

る
こ

と
に

よ
り

監
査

に
対

す
る

県
民

の
信

頼
を

高
め

る
こ

と
に

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
。
特
に

包
括

外
部

監
査

制
度

の
趣

旨
は

、
地
方

公
共

団
体

の
様

々
な
監

査
機
能
の

う
ち

、
特
に

財
務

監
査
の

機
能
強

化
を
中
心

と
す

る
も

の
で
あ

り
、
そ
の

目
的

は
、
監

査
テ
ー

マ
に
選

定
し

た
特

定

の
事

務
の

執
行

等
が

法
令

及
び

条
例

等
に

従
っ

て
合

規
制

の
面

で
問

題
が

な
い

か
ど

う
か

を
検

証
す

る
こ

と
、
併
せ

て
、
経
済

性
及
び

効
率

性
等

の
面
で

意
見
を
述

べ
る

必
要

は
な
い

か
ど
う
か

を
検

討
し

、

外
部

監
査
結

果
報
告

書
に
取
り

ま
と

め
る

こ
と
に

あ
る
。
 

し
た

が
っ
て

、
地

方
公

共
団
体

が
作

成
す

る
決
算

書
の
正
確

性
を

全
体

と
し
て

保
証
す
る

も
の

で
は

な
い

が
、
包
括

外
部
監

査
人
が

選
定

し
た

監
査
テ

ー
マ
に
関

し
て

、
合
規

制
の
観

点
で
限

定
的

な
保

証

を
主

と
し
て

、
併

せ
て

事
務
事

業
の

改
善

等
に
資

す
る
経
済

性
及

び
合

理
性
等

の
観
点
で

の
意

見
を

述

べ
る

こ
と
で

、
地

方
公

共
団
体

の
財

務
事

務
の
改

善
を
促
し

、
事

務
事
業

の
見
直

し
の
際

の
指

針
等

に

活
用

さ
れ
る

べ
き
効

果
を
有
す

る
も

の
と

考
え
る

。
 

 

 
監監

査査
基基

準準
  

 一
般

に
公
正

妥
当
と

認
め
ら
れ

る
公

監
査

の
基
準
 

 

 
監監

査査
のの

視視
点点

  

 

「
山

梨
県

立
学

校
に
係

る
事
務

の
執

行
に
つ

い
て
」

の
主
な

監
査

の
視
点

は
次
の

と
お
り

で
あ

る
。
 

 

 名
（

教
員
【
本

務
兼
務

】
1,
54
8
名

、
職

員
2
82

名
）
県

立
定

時
制

校
に

2
0
4
名
（
教

員
【

本
務
兼

務
】

1
8
9
名

、
職

員
1
5
名

）
県
立
通

信
制

校
に

2
0
名
（
教

員
【

本
務

兼
務

】
1
9
名

、
職
員

1
名

）
県

立
特

別
支

援
学
校

に
9
20

名
（

教
員
【

本
務

兼
務
】
7
8
9
名

、
職

員
1
3
1
名

）
、
県

下
全
体
で

は
、
2,
9
7
4
名

（
教

員
【
本

務
兼
務

】
2
,5
45

名
、
職
員

4
2
9
名

）
と
な
っ

て
い

る
（

令
和
元

年
5
月

1
日

現
在

）。
こ

れ
ら

の
教
職

員
は
、

任
命
や
人

件
費

負
担

等
を
山

梨
県
が
実

施
し

て
い

る
。
 

一
方

、
山

梨
県

教
育
委

員
会
の

財
政

規
模

に
つ
い

て
は

、
教

育
委

員
会

所
管
一

般
会
計
に

お
い

て
は

令
和

元
年
度

当
初
予

算
額
が

8
7
4
億

6
千

万
円

、
令

和
2
年

度
当
初

予
算
が

8
0
3
億

5
千

万
円
で

あ
っ

た
。
ま

た
、
一

般
会
計

の
教
育

費
総

額
で

は
、
令

和
元
年
度

当
初

予
算

額
は

9
5
8
億

7
千

万
円

、
令

和

2
年

度
当
初

予
算
は

9
0
3
億

5
千

万
円
と

な
っ
て

い
る
。
こ

れ
に

対
し

て
、
一

般
会

計
総

額
に

占
め

る

教
育

費
総
額

の
割
合

に
つ
い
て

は
、
令

和
元

年
度
当

初
予
算

額
が

4
,3
4
8
億

5
百

万
円
、
令

和
2
年
度

当
初

予
算

が
4
,
5
7
6
億
８
千

万
円

で
あ

る
た
め

、
教
育
費

総
額

の
割

合
は
、

令
和
元
年

度
で

2
2
.
0%
、

令
和

2
年
度

で
1
9.
7
%
を
占
め

て
お

り
、
教
育

費
が
財

政
的

に
も

重
要

で
あ
る

こ
と
が
分

か
る
。
外

部

監
査

に
お

い
て

は
そ

の
本

旨
で

あ
る

財
務

監
査

の
対

象
と

し
て

も
重

要
性

が
高

い
も

の
と

判
断

す
る
。 

こ
の

よ
う
に

、
山

梨
県

の
県
立

学
校

に
係

る
多
種

多
様
な
行

政
課

題
は

、
県

政
運

営
の
指

針
と

な
る

「
山

梨
県
総

合
計
画

」
の
重
要

な
戦

略
の

政
策
の

ひ
と
つ
で

あ
り

、
ま

た
、
本
県

の
教
育

、
学

術
及

び

文
化

の
振

興
に

関
す

る
総

合
的

な
施

策
の

方
針

と
な

る
教

育
大

綱
に

基
づ

き
策

定
さ

れ
た

山
梨

県
教

育
振

興
基
本

計
画
に

お
い
て
、
重

要
な

位
置

づ
け
が

な
さ
れ

て
お

り
、
山

梨
県
の

教
育
行

政
に

関
わ

る

人
的
・
財

産
的

資
源
に

お
い
て

も
大

規
模

で
あ
る

こ
と
か
ら

、
包

括
外
部

監
査
の

テ
ー
マ

と
し

て
選

定

し
、

検
証
す

る
意
義

は
極
め
て

高
い

も
の

と
考
え

ら
れ
る
。
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外外

部部
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法法

  

 
監監
査査
のの

対対
象象

  

 監監
査査

対対
象象

部部
局局

等等
  

 N
o  

課
名

等
 

１
 

山
梨

県
教
育

委
員
会

 
総
務
課

 
２

 
山

梨
県

教
育

委
員
会

 
福
利
給

与
課

 
３

 
山

梨
県

教
育

委
員
会

 
学
校
施

設
課

 
４

 
山

梨
県

教
育

委
員
会

 
義
務
教

育
課

 
５

 
山

梨
県

教
育

委
員
会

 
高
校
教

育
課

 
６

 
山

梨
県

教
育

委
員
会

 
高
校
改

革
・

特
別

支
援
教

育
課

 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

三



 

 の
外

部
監
査

人
の
た

め
の
外
部

監
査

の
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
」
を

公
開

し
て

お
り
、
当

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
の
「

１

－
５

－
１

 
外

部
監

査
人

は
、

監
査

の
対

象
と

な
る

事
件

あ
る

い
は

事
項

が
、

地
方

自
治

の
本

旨
に
基

づ
き

定
め
ら

れ
て
い

る
地
方
自

治
法

及
び

そ
の
関

係
法
令
に

則
っ

て
い

る
か
ど

う
か
に
つ

い
て

、
監
査

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
」

と
し

て
お

り
、

一
義

的
に

「
合

規
制

」
に

つ
い

て
の

監
査

が
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、

同
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
「

１
－

５
－

２
 
外

部
監

査
人

は
、

包
括

外
部

監
査

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

外
部

監
査

対
象

団
体

 
の

財
務

に
関

す
る

事
務

の
執

行
及

び
そ

の
経

営
に

係
る

事
業

の
管

理
が
、

住
民

の
福

祉
の

増
進

に
 
努

め
る

と
と

も
に

、
最

少
の

経
費

で
最

大
の

効
果

を
挙

げ
る

よ
う

に
し

、
か

つ
、

常
に

そ
の

組
織

 
及

び
運

営
の

合
理

化
に

努
め

る
と

と
も

に
、

他
の

団
体

に
協

力
を

求
め

て
そ
の

規
模

の
適
正

化
を

 図
っ

て
い

る
か

ど
う

か
に
、
特

に
、
意

を
用

い
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。（
法

第
2
52 

条
の

3
7
 第

１
 
項

、
同

第
２

項
、
第

２
条

第
1
4 
項

、
同

第
1
5
 項

参
照

）
」
と

し
て

お
り

、「
包

括
外

部
監

査
人

に
お

い
て

は
合

規
性

の
観

点
か

ら
 
外

部
監

査
が

実
施

さ
れ

る
も

の
の

、
１

－
５

－
１

の
解

説
で

述
べ
た

四
つ
の

観
点
の
う

ち
、
経

済
性
・
効

率
性

、
有

効
性

の
観

点
に
も

重
き
を
置

い
て

監
査

を

実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
こ

と
を

 
訓
示

的
に
明

ら
か
に

」
し

て
い

る
。
 

そ
し

て
、
こ
の

解
説
で

は
、
会

計
検

査
院

1に
よ

る
監

査
の
視

点
（

①
 
正
確

性
.
..
決

算
が

予
算

執
行

の
状

況
を
正

確
に
表

示
し
て
い

る
か

。
②

 
合

規
性
（

準
拠

性
）
.
.
.事

務
・
事

業
が
法

令
等

に
従

っ
て

執
行

さ
れ
て

い
る
か

。
 
③

 
経

済
性

・
効

率
性

..
.
事

務
・

事
業

が
経

済
的
・

効
率
的
に

行
わ

れ
て

い

る
か

。
 
④
 
有

効
性

.
.
.
事
業

が
所

期
の

目
的
を

達
成
し
、
ま

た
、
効
果

を
上
げ

て
い
る

か
。
）
を
挙

げ

て
い

る
が
、

①
に
つ

い
て
は
包

括
外

部
監

査
に
は

含
ま
れ
て

い
な

い
こ

と
を
述

べ
て
い
る

。
 

 

 
監監

査査
のの

結結
果果

  

監
査

の
結
果

に
つ
い

て
は

、「
Ⅲ

 
外
部

監
査
の

結
果

1
指

摘
事

項
又

は
意
見

事
項
の
一

覧
」

に
記

載
し

て
い
る

と
お
り

で
あ
る
。

監
査

の
結

果
、
指

摘
事
項
は

2
4
件

、
意

見
事
項

は
6
9
件

で
あ

っ
た

。 

 

 
外外

部部
監監

査査
のの
実実
施施
期期
間間

  

本
監

査
は
、

令
和
２

年
７
月

3
0
日

か
ら

令
和
３

年
２
月

１
２

日
ま

で
を
実

施
期
間
と

し
た

。
 

 

 
1 内

閣
か

ら
も

独
立

し
た

憲
法

上
の

機
関

と
し

て
国

や
法

律
で

定
め

ら
れ

た
機

関
の

会
計

を
検

査
し

、
会

計
経

理
が

正
し

く
行

わ
れ

る
よ

う
に

監
督

す
る

機
関

 

 

 

 ・
山

梨
県

立
学

校
に

係
る

事
務

の
執

行
及

び
そ
の

県
所
管
課

等
の

財
務

事
務
の

執
行
が
、
関

連
す
る

各
種

法
令
及

び
条
例

・
規
則
・

要
綱

等
に

従
い
処

理
さ
れ
て

い
る

か
ど

う
か
に

つ
い
て
。

 
・

山
梨

県
立

学
校

に
係

る
事

務
の

執
行

及
び

そ
の

県
所

管
課

等
の

財
務

事
務

の
執

行
を

合
規

制
の

視
点

で
検
証

す
る
こ

と
と
併
せ

て
、
財

務
事

務
の
執

行
等
が

経
済

性
・
効

率
性
の

面
で
も

改
善

余
地

が

な
い

か
ど
う

か
に
つ

い
て
。

 
・

山
梨

県
立

学
校

に
係

る
事

務
の

執
行

及
び

そ
の

県
所

管
課

等
の

財
務

事
務

の
執

行
が

効
果

的
に

実
施

さ
れ
て

い
る
か

ど
う
か
に

つ
い

て
。

 
 

 
主主

なな
監監

査査
手手
続続

  

 特
定

の
事

件
に

対
す

る
監

査
手

続
と

し
て

は
、

上
記

（
3
）

に
記

載
し

た
監

査
視

点
に

基
づ

き
、
外

部
監

査
の
本

旨
で
あ

る
財
務
諸

表
監

査
を

基
礎
と

し
、
併
せ

て
経

済
性
・
効

率
性

及
び
有

効
性

等
を

検

証
す

る
た
め

の
監
査

手
続
を
実

施
し

た
。
 

具
体

的
な
監

査
手
続

の
概
要
は

次
の

と
お

り
で
あ

る
。
 

ま
ず

、
山

梨
県

立
学

校
に

係
る

事
務

事
業

の
執

行
等

に
伴

う
所

管
課

の
関

与
を

監
査

す
る

た
め

に
、

監
査

対
象
の

各
所
管

課
か
ら
、
予

算
・
決

算
の
状

況
、
教
育

委
員

会
事

務
局
の

組
織
機
構

及
び

所
掌

事

務
な

ど
財
務

事
務
に

係
る
事
項

、
山

梨
県
教

育
振

興
基

本
計

画
、
教

育
委

員
会

の
活

動
状

況
、
学

校
徴

収
金

等
、
私

費
会
計

の
取
り
扱

い
の

状
況

、
県
立

学
校
に
お

け
る

人
事

評
価
、
県

立
学
校

の
学

校
評

価
、

お
よ

び
県

立
学

校
等

再
編

計
画

な
ど

に
つ

い
て

説
明

を
受

け
、

必
要

と
考

え
ら

れ
る

資
料

を
依

頼
し
、

こ
れ

ら
の
資

料
の
閲

覧
・
分
析

の
過

程
で

質
問
等

の
監
査
手

続
を

実
施

し
た
。
 

ま
た

、
県

立
高

等
学
校

及
び
県

立
特

別
支

援
学
校

を
対
象
に

、
財

務
監
査

及
び
業

務
監
査

に
係

る
事

項
に

関
し
て

ア
ン
ケ

ー
ト
調
査

を
実

施
し

た
。
そ
れ

に
よ
り

得
た

情
報

を
集
計
・
分

析
し

質
問

等
の

手

続
き

を
行
っ

た
。
 

そ
の

他
、
上

記
の
ア

ン
ケ
ー
ト

結
果

を
踏

ま
え
て

、
ま
た
、
学

校
の
規

模
や
特

殊
性
を
考

慮
し

、
い

く
つ

か
の
県

立
学
校

に
対
し
て

学
校

往
査

を
実
施

す
る
こ
と

に
よ

り
、
学

校
現
場

に
お
け

る
事

務
事

業

に
関

し
て
各

種
資
料

の
閲
覧
、

質
問

、
実

査
等
を

実
施
し
た

。
 

 

＜
補

足
（
３

E
監
査

の
視
点
）

＞
 

 
３

Ｅ
監

査
の

定
義
 

現
在

、
我

が
国

に
お

い
て

は
、
包

括
外

部
監

査
の

た
め

の
監

査
基

準
等

は
存
在

し
て
い
な

い
が

、
公

認
会

計
士
協

会
に
お

い
て
は
、
地

方
公

共
団

体
監
査

特
別
委

員
会

研
究

報
告
第

2
号
「
地

方
公

共
団

体

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
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令
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八
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11 
教教

育育
委委

員員
会会
のの
組組
織織

  

教
育

委
員

会
は

、
「

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
」

の
定

め
に

よ
り

、
教

育
に

関
す

る
事
務

を
処
理

す
る
た
め

、
都

道
府
県

、
市

町
村

等
に
設

置
さ

れ
る

合
議
制

の
執
行
機

関
で

あ
る

。 
教

育
委

員
会

は
、
教
育

長
と
４

人
の

委
員

で
構
成

さ
れ
る
が

、
都

道
府
県

は
条
例

を
設
け

る
こ

と
で

５
人

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

山
梨

県
は

条
例

に
よ

り
５

人
の

委
員

で
組

織
さ

れ
て

い
る

）
。

こ
の
委

員
会

で
の
合

議
に
よ

り
、
大
所

高
所

か
ら

基
本
方

針
・
施
策

を
決

定
し

、
そ

の
具
体

的
事

務
を

教
育

行

政
の

専
門
家

で
あ
る

教
育
長
が

事
務

局
を

指
揮
監

督
し
て
執

行
す

る
こ

と
で
運

営
し
て
い

る
。

 
教

育
長

は
、
人

格
が

高
潔
で
、
教

育
行
政

に
関
し

識
見
を
有

す
る

も
の

の
う
ち

か
ら
、
委

員
は

、
人

格
が

高
潔
で

、
教

育
、
学
術
及

び
文

化
に

関
し
識

見
を
有
す

る
も

の
の

う
ち
か

ら
、
地
方

公
共

団
体

の

長
が

、
議

会
の

同
意

を
得

て
任

命
す

る
。

な
お

、
教

育
長

の
任

期
は

３
年

、
委

員
の

任
期

は
４

年
で
、

再
任

さ
れ
る

こ
と
も

で
き
る
。
教

育
長

は
、
教
育

委
員
会
の

会
務

を
総

理
し

、
教
育

委
員

会
を

代
表

し

て
い

る
。

 
事

務
局

は
、

教
育
委

員
会
の
権

限
に

属
す

る
事
務

を
処
理
さ

せ
る

た
め

に
教
育

委
員
会
に

置
か

れ

て
お

り
、
教

育
長
の

統
括
の
も

と
、

当
該

事
務
を

具
体
的
に

処
理

す
る

。
な
お

事
務
局
の

内
部

組
織

は
、

教
育
委

員
会
規

則
で
定
め

ら
れ

て
い

る
。

 
教

育
委

員
会

機
構
図

は
、
以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
教
育
委

員
会

は
、

８
の
所

管
課
と
県

立
学

校

か
ら

構
成
さ

れ
て
お

り
、
総
勢

3
,
1
8
3
人

（
正
規

職
員

2,
4
1
3
人

、
非

常
勤
職

員
等

77
0
人

＜
令
和

2
年

4
月

1
日

現
在

＞
）
の
人

員
体

制
と

な
っ
て

い
る
。
平

成
3
1
年
度

（
平
成

3
1
年

4
月

1
日

現

在
）

と
令
和

２
年
度

（
令
和

2
年

4
月

1
日
現

在
）
の
教

育
委

員
会

機
構
図

は
以
下
の

と
お

り
と

な

っ
て

い
る
。

令
和
２

年
度
に
、

社
会

教
育

課
、
ス

ポ
ー
ツ
健

康
課

、
及

び
学
術

文
化
財
課

が
廃

止
さ

れ
、

生
涯
学

習
課
及

び
保
健
体

育
課

が
新

設
さ
れ

た
。
 

ま
た

、
教
育

委
員
会

の
平
成

3
0
年

度
の

一
般
会

計
予
算

額
は

、
８

４
４
億

６
４
百
万

円
で

、
令

和

元
年

度
の
予

算
額
は

、
９
０
４

億
８

百
万

円
と
な

っ
て
い
る

。
総

務
課

を
は
じ

め
8
つ
の

所
管

課

は
、

教
育
委

員
会
議

の
開
催
を

は
じ

め
、

担
う
主

な
事
務
・

事
業

の
状

況
は
、

以
下
の
と

お
り

と
な

っ
て

い
る
。
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包包
括括
外外

部部
監監
査査
人人

  

田
中

 
佑
幸

 
 
（

公
認
会
計

士
）
 

 

 
監監
査査
実実

証証
手手
続続
等等
実実
施施
補補
助助

者者
  

海
野

 
純
矢
 

（
公

認
会
計

士
）
 

近
藤

 
徹
 

（
弁

護
士
）
 

関
野

 
孝
 

（
公

認
会
計

士
）
 

深
澤

 
智
之
 

（
公

認
会
計

士
）
 

前
田

 
晋
吾
 

（
公

認
会
計

士
）
 

松
原

 
創
 

 
 
（
公

認
会
計

士
）
 

山
本

 
薫
 

（
公

認
会
計

士
）
 

 

 
監監
査査
品品

質質
管管
理理
担担
当当
補補
助助
者者

  

川
口

 
明
浩
 

（
公

認
会
計

士
）
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平平

成成
3300
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決決
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びび
主主
なな
事事
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・・
事事
業業

のの
状状
況況

  

 

 

 

図図
  11

  
教教

育育
委委

員員
会会

機機
構構

図図
（（

令令
和和

元元
年年

度度
及及

びび
令令

和和
22
年年

度度
））

  

 

 
（

出
典

：
定

例
監
査

調
書
）
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33 
令令
和和
元元

年年
度度
予予
算算
・・
決決
算算
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主主
なな
事事
務務
・・
事事
業業
のの
状状
況況
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 過過
程程

別別
・・

学学
科科

別別
・・

学学
年年

別別
  

生生
徒徒

数数
【【

高高
等等

学学
校校

】】
  

 

 
 

 

 

44 
県県
立立
学学

校校
のの
概概
要要

  

 
高高
等等
学学

校校
  

１
）
に

お
け

る
本
県

の
過
程
別
・
学

科
別
・
学

年
別

の
生
徒

数
は

以
下

の
と
お

り
で
あ
る

。
全

日
制

過
程

の
小
学

科
数
は

、
公
立
で

6
3
学

科
、
私
立

で
1
4
学
科

を
有

す
る

。
本
科

生
徒
数
は

、
1
年
か

ら

3
年

ま
で
の

合
計
で

、
公

立
1
7
,
0
1
5
名

、
私

立
6
,
39
2
名
と

な
っ

て
お

り
、
7
割
が

公
立

校
3
割
が

私

立
校

と
い
う

状
況
で

あ
る

。。
定

時
制
課

程
に
お

い
て
は
、

公
立

で
、

1
2
小

学
科
、

1
年

か
ら

3
年

ま

で
の

本
科
生

徒
数
は

、
6
4
6
名

、
通

信
制

過
程
に

お
い
て
は

、
公

立
で

、
2
小

学
科

、
私

立
で

5
小

学

科
、
1
年

か
ら

3
年

ま
で

の
本

科
生

徒
数

は
、
公

立
で

2
11

名
、
私

立
で
、
3
,
43
6
名
と
な

っ
て

い
る

。
 

２
）
に

お
い

て
、
過
程

別
・
年

度
別

 
生

徒
数
を

示
し
て
い

る
が

、
全

日
制
過

程
に
お
け

る
1
年
か

ら
3
年

の
合

計
生
徒

数
は
、
平

成
2
5
年
度

、
公

立
の
生
徒

数
 

1
9
,7
6
7
名
、
私
立

の
生

徒
数

 
6,
2
7
1

名
、
合
計

2
6
,
0
38

名
で
あ
っ

た
の

に
対

し
、
令

和
元
年
度

、
公

立
の

生
徒
数

 
1
7,
01
5
名

、
私

立
の

生
徒

数
 

6,
3
9
2
名

、
合

計
2
3
,
4
0
7
名
と

、
合

計
生
徒
数

は
、

2
,
63
1
名

（
1
0
%）

減
少

し
て
い

る
も

の
の

、
全
生

徒
数
に

対
す
る
私

立
の

生
徒

数
の
割

合
が
、
2
4
.
0
%
（

平
成

2
5
年
度

、
6
,2
7
1
÷

2
6
,
03
8

×
1
0
0
%
）
か

ら
2
7
.3
%
（

令
和

元
年

度
、

6
,
3
9
2÷

2
3
,
407

×
1
0
0
%
）
へ

と
3
.3
%
増

加
し

て
い

る
。

ま

た
、
通

信
制
過

程
に
お

い
て
、
平

成
2
5
年

度
の
生

徒
数
が

、
2
,
6
5
3
名

か
ら

、
令

和
元

年
度

、
3
,6
4
7

名
へ

と
9
94

名
増
加

し
て
い
る

。
少

子
化
の

影
響

で
、
生
徒

数
が

減
少

し
て
い

る
中

、
こ

の
よ

う
に

一

部
の

課
程
等

に
お
い

て
、
生
徒

数
が

増
加

傾
向
に

あ
る
と
い

え
る
 

３
）
に

お
い

て
、
全
日

制
の
高

等
学

校
の

学
校
別

生
徒
数
・
教

職
員
数

を
示
し

て
し
て
い

る
。
県
立

学
校

が
2
7
校

、
教

職
員

数
 
1
,
8
3
0
名

、
市

立
学

校
が

2
校

、
教

職
員

数
 

13
5
名
、
私

立
学

校
が

1
1

校
、

教
職
員

数
 

71
9
名
と
な

っ
て

い
る

。
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 学学
校校

別別
  

生生
徒徒

数数
【【

高高
等等

学学
校校

  
全全

日日
制制

】】
  

 

 

 

 過過
程程

別別
・・

年年
度度

別別
  

生生
徒徒

数数
（（
HH
22
55
～～

RR
11
））
【【

高高
等等

学学
校校

】】
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特特
別別
支支

援援
学学
校校

  

 学学
校校

別別
・・

児児
童童

  
生生

徒徒
数数
  

 

 

 

 学学
校校

別別
  

生生
徒徒

数数
【【

高高
等等

学学
校校

  
定定

時時
・・

通通
信信

制制
】】
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11 
指指

摘摘
事事

項項
又又
はは
意意
見見
事事
項項
のの

一一
覧覧

  

（（
右右

端端
のの

数数
字字

はは
頁頁

数数
））
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....................................... 93 

4 
意

見
事

項
：

学
校

評
価

の
評

価
項

目
等
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梨
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績
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受
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取
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が
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を
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、
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が
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す
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す
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ど
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習
助

手
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い
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1
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泊
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れ
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れ
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、
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付
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検
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を
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め
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処

理
さ

れ
た

い
。（

北
杜

高
等

学
校

）
 

308 
70 

指
摘

事
項

：
農

産
物

の
販

売
収

入
の

管
理

証
憑

で
あ

る
「

生
産

物
販

売
票

」
の

適
切

な
取

扱
い

の
管

理
運

用
の

徹
底

及
び

当
該

適
切

な
取

扱
い

が
担

保
さ

れ
る

よ
う

に
、

明
文

化
さ

れ
た

規
程

等
の

整
備

を
さ

れ
た

い
。（

北
杜

高
等

学
校

）
 ..................................................................................................... 309 

71 
指

摘
事

項
：

毒
劇

物
の

管
理

の
た

め
の

受
払

簿
の

残
高

が
実

数
と

相
違

し
て

お
り

、
購

入
時

及
び

使
用

時
に

お
い

て
適

時
の

受
払

簿
へ

の
記

入
及

び
定

期
的

な
残

数
の

現
物

確
認

を
徹

底
す

る
こ

と
、

及
び

当
該

手
順

を
定

め
た

ル
ー

ル
の

規
程

化
を

検
討

さ
れ

た
い

。（
韮

崎
工

業
高

等
学

校
）

 ............................. 311 
72 

意
見

事
項

：
物

品
台

帳
の

登
録

単
位

と
し

て
は

、
現

物
と

の
照

合
が

可
能

な
単

位
で

あ
る

こ
と

や
取

替
や

更
新

を
行

う
単

位
で

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

て
登

録
す

る
こ

と
・

物
品

台
帳

で
除

却
処

理
と

し
た

も
の

は
、

適
時

に
廃

棄
処

分
を

行
う

べ
き

で
あ

る
。（

韮
崎

工
業

高
等

学
校

）
 ........................................... 312 

73 
指

摘
事

項
：

包
丁

類
の

管
理

に
つ

い
て

（
笛

吹
高

等
学

校
）

 ........................................... 315 
74 

指
摘

事
項

：
危

険
性

が
あ

る
機

械
装

置
に

つ
い

て
（

笛
吹

高
等

学
校

）
 ............................. 316 

75 
指

摘
事

項
：

購
買

に
お

け
る

販
売

日
報

の
運

用
方

法
に

つ
い

て
（

笛
吹

高
等

学
校

）
 ........... 317 

76 
意

見
事

項
：

売
払

物
品

の
価

格
の

決
定

に
つ

い
て

（
笛

吹
高

等
学

校
）

 ............................. 319 
77 

意
見

事
項

：
ワ

イ
ン

の
試

験
醸

造
に

か
か

る
コ

ス
ト

の
明

確
化

に
つ

い
て

（
笛

吹
高

等
学

校
）

 
319 

78 
意

見
事

項
：

予
算

執
行

時
期

に
よ

る
経

済
性

の
確

保
に

つ
い

て
（

笛
吹

高
等

学
校

）
 ........... 320 

79 
意

見
事

項
：

農
業

設
備

の
請

負
修

繕
情

報
の

公
有

財
産

台
帳

へ
の

登
載

に
つ

い
て

（
笛

吹
高

等
学

校
）

 
321 

80 
意

見
事

項
：

寄
宿

舎
の

収
容

人
数

に
関

し
て

（
高

等
支

援
学

校
桃

花
台

学
園

）
 .................. 324 

81 
意

見
事

項
：

笛
吹

高
等

学
校

と
の

連
携

に
つ

い
て

（
笛

吹
高

等
学

校
、

高
等

支
援

学
校

桃
花

台
学

園
）

 
324 

82 
意

見
事

項
：

販
売

価
格

の
決

定
プ

ロ
セ

ス
の

明
確

化
に

つ
い

て
（

高
等

支
援

学
校

桃
花

台
学

園
）

 
325 

83 
指

摘
事

項
：

農
薬

の
管

理
に

つ
い

て
（

高
等

支
援

学
校

桃
花

台
学

園
）

 ............................. 326 
84 

意
見

事
項

：
実

習
に

関
す

る
科

目
に

つ
い

て
（

高
等

支
援

学
校

桃
花

台
学

園
）

 .................. 326 
85 

意
見

事
項

：
無

線
LAN

設
備

の
有

効
活

用
と

台
帳

記
載

に
つ

い
て

（
高

等
支

援
学

校
桃

花
台

学
園

）
 

326 
86 

指
摘

事
項

：
備

品
原

簿
と

現
物

の
突

合
を

行
っ

た
結

果
、

次
の

受
払

処
理

漏
れ

の
備

品
お

よ
び

備
品

シ
ー

ル
の

貼
付

が
な

い
備

品
が

と
も

に
存

在
し

た
。（

都
留

興
譲

館
高

等
学

校
）

 ............................. 328 
87 

指
摘

事
項

：
往

査
の

際
に

、
備

品
の

管
理

を
遂

行
す

べ
き

立
場

の
事

務
⾧

が
開

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
金

庫
が

存
在

し
た

。（
都

留
興

譲
館

高
等

学
校

）
 .................................................................... 329 

88 
意

見
事

項
：

図
書

シ
ス

テ
ム

と
備

品
原

簿
に

よ
る

図
書

在
庫

の
管

理
に

つ
い

て
（

青
洲

高
等

学

 

 

き
込

み
の

実
態

把
握

に
向

け
た

検
討

を
進

め
る

こ
と

を
要

望
す

る
。（

高
校

教
育

課
）

 ......................... 269 

 
教教

職職
員員

のの
不不

祥祥
事事

対対
策策

にに
つつ

いい
てて

  ................................................................................................................................................................  227711
 

55 
意

見
事

項
：

各
高

等
学

校
で

の
研

修
に

つ
い

て
、

山
梨

県
教

育
委

員
会

に
お

い
て

、
実

施
状

況
・

実
績

な
ど

の
確

認
を

す
べ

き
で

あ
る

。（
高

校
教

育
課

）
 ................................................................. 272 

56 
意

見
事

項
：

懲
戒

処
分

等
に

当
た

っ
て

の
手

続
の

拡
充

を
図

り
、

規
程

等
を

整
備

す
べ

き
で

あ
る

。（
総

務
課

）
 ....................................................................................................................... 273 

 
暴暴

力力
行行

為為
等等

のの
問問

題題
行行

動動
にに

対対
すす

るる
対対

策策
  ............................................................................................................................................  227744

 

5
7 

意
見

事
項

：
学

校
に

お
い

て
問

題
行

動
が

発
生

し
た

場
合

で
、

器
物

損
壊

な
ど

が
生

じ
た

と
き

は
、

本
人

あ
る

い
は

保
護

者
に

対
し

、
可

能
な

限
り

損
害

賠
償

請
求

（
民

法
7
0
9

条
）

を
行

う
こ

と
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。（
高

校
教

育
課

）
 .............................................................................................. 275 

58 
意

見
事

項
：

学
校

に
お

い
て

問
題

行
動

が
発

生
し

た
場

合
で

、
対

教
師

暴
力

に
よ

り
教

師
に

肉
体

的
・

精
神

的
な

損
害

が
生

じ
た

場
合

は
、

個
別

に
内

容
を

検
証

し
て

、
適

切
な

対
処

を
し

て
い

く
こ

と
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。（
高

校
教

育
課

）
 .......................................................................................... 276 

 
修修

学学
奨奨

励励
金金

のの
貸貸

付付
状状

況況
とと

債債
権権

管管
理理

  ..................................................................................................................................................  227777
 

59 
指

摘
事

項
：

過
去

の
滞

納
分

に
つ

い
て

、
法

的
措

置
を

含
む

適
切

な
対

応
が

必
要

で
あ

る
。（

高
校

教
育

課
）

 ............................................................................................................................. 277 
60 

意
見

事
項

：
連

帯
保

証
人

に
対

し
、

貸
付

（
予

定
）

金
額

を
明

示
す

る
こ

と
（

高
校

教
育

課
）

 
279 

 
教教

職職
員員

のの
勤勤

務務
時時

間間
のの

管管
理理

にに
つつ

いい
てて

  ..................................................................................................................................................  228811
 

61 
意

見
事

項
：

有
給

休
暇

の
取

得
状

況
に

関
し

て
（

総
務

課
・

高
校

教
育

課
）

 ...................... 282 
62 

指
摘

事
項

：
教

職
員

の
出

退
勤

時
刻

・
出

勤
時

間
に

つ
い

て
は

、
全

て
の

学
校

に
お

い
て

、
客

観
性

、
正

確
性

を
も

っ
て

把
握

す
る

方
法

を
導

入
す

べ
き

で
あ

る
。（

高
校

教
育

課
）

 ............................. 286 

 
財財

産産
管管

理理
にに

つつ
いい

てて
  ....................................................................................................................................................................................................  228888

 

63 
指

摘
事

項
：

県
立

学
校

に
お

け
る

公
有

財
産

の
新

築
に

よ
る

台
帳

へ
の

反
映

に
つ

い
て

（
学

校
施

設
課

）
 

288 
64 

指
摘

事
項

：
県

立
学

校
に

お
け

る
備

品
の

現
品

確
認

に
つ

い
て

（
管

理
課

、
県

立
学

校
）

 .... 293 
65 

意
見

事
項

：
備

品
の

返
納

棄
却

処
理

に
つ

い
て

（
管

理
課

、
県

立
学

校
）

 ......................... 296 
66 

意
見

事
項

：
県

立
学

校
に

お
け

る
管

理
す

べ
き

備
品

の
登

載
に

つ
い

て
（

管
理

課
、

県
立

学
校

）
 

298 
67 

意
見

事
項

：
主

要
備

品
の

現
在

高
報

告
に

つ
い

て
（

財
産

管
理

課
・

管
理

課
）

 .................. 300 
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意
見

事
項
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山

梨
県
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学

校
施

設
⾧

寿
命

化
計

画
の

コ
ス

ト
比

較
の

妥
当

性
に

つ
い

て
（

学
校

施
設

課
）

 
301 
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 22 
総総

括括
的的

意意
見見

  

 

 
はは
じじ
めめ

にに
  

 今
回

、
包
括

外
部
監

査
の
テ
ー

マ
「
県
立

学
校
に

係
る
事
務

の
執

行
に

つ
い
て

」
の
選
定

に
あ

た
り

、

当
該

事
業
が

県
の
行

政
の
主
要

な
財

政
的
・
政

策
的
な

要
素

を
占

め
て

い
る
こ

と
は
前
述

の
と

お
り

で

あ
る

が
、
監
査

に
お
い

て
当
該

事
業

の
個

々
の
合

規
制

、
有

効
性

、
経
済

性
、
効

率
性
の

監
査

を
実

施

す
る

こ
と
に

主
眼
を

置
く
と
し

て
も
、
そ

の
事

業
を
遂

行
し

て
い

る
県

全
体
の

総
合
計
画

の
中

の
位

置

づ
け

、
山

梨
県

教
育
振

興
基
本

計
画

、
そ
の

点
検
・
評

価
、
山

梨
県

県
立

高
等
学

校
長
期

構
想

２
０

２

０
、
学

校
評
価

シ
ス
テ

ム
、
県

立
高

等
学

校
の
人

事
評
価
シ

ス
テ

ム
等

教
育
行

政
の
全
体

像
に

つ
い

て

明
ら

か
に

す
る

こ
と

で
、

県
民

に
教

育
行

政
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
情

報
提

供
を

す
る

と
と

も
に

、

そ
の

各
政

策
が

ど
の

よ
う

な
形

で
相

互
に

連
携

し
、

実
施

さ
れ

て
い

る
の

か
、
「

新
し

い
時

代
を

拓
く

本
県

教
育
の

進
む
べ

き
方
向
と

そ
の

実
現

に
向
け

」
真

に
実

効
性

の
あ

る
計
画

と
な
っ
て

い
る

の
か

に

つ
い

て
、
監
査

人
と
し

て
の
所

見
を

付
記

す
る
と

と
も
に
、
基

本
的

な
施

策
の
相

互
関
連

を
中

心
に

総

括
的

意
見
と

し
て
述

べ
る
こ
と

と
す

る
。

 
  

 
 

 

 

校
）

 
330 

89 
意

見
事

項
：

個
人

情
報

の
取

り
扱

い
を

厳
重

に
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。（
甲

府
南

高
等

学
校

）
 

332 
90 

指
摘

事
項

：
薬

品
（

危
険

物
）

の
受

払
記

録
の

方
法

の
改

善
を

要
望

す
る

。（
甲

府
南

高
等

学
校

）
 

333 
91 

指
摘

事
項

：
備

品
シ

ー
ル

の
整

備
を

定
期

的
に

行
う

べ
き

で
あ

る
。（

甲
府

工
業

高
等

学
校

）
 

334 
92 

指
摘

事
項

：
日

川
高

等
学

校
に

お
い

て
物

品
調

達
管

理
シ

ス
テ

ム
か

ら
印

刷
し

た
台

帳
と

現
物

と
の

間
の

数
量

や
備

品
の

有
無

な
ど

の
差

異
に

つ
い

て
調

査
が

な
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

差
異

に
つ

い
て

は
、

調
査

を
実

施
し

廃
棄

等
の

適
切

な
処

理
を

行
う

必
要

が
あ

る
。（

日
川

高
等

学
校

）
 ............................. 336 

9
3 

指
摘

事
項

：
各

県
立

高
校

、
支

援
学

校
に

存
在

す
る

す
べ

て
の

私
費

会
計

に
つ

い
て

収
支

の
記

録
、

会
計

報
告

、
会

計
監

査
を

実
施

さ
れ

た
い

(各
県

立
学

校
) ........................................................ 338 
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 上
記

の
よ
う

に
、
そ
れ

ぞ
れ
の

施
策
・
事
業

は
、
県

の
み
で

達
成

で
き

る
も
の

で
は
な
い

た
め

、
県

民
は

も
ち

ろ
ん

、
市

町
村

、
関

係
団

体
、

民
間

企
業

、
N
P
O
、

教
育

・
研

究
機

関
な

ど
と

の
パ

ー
ト

ナ

ー
シ

ッ
プ
（

連
携
と

協
働
）
に

よ
り

実
施

す
る
こ

と
と
な
る

。
 

ま
た

、
本

計
画

は
、
個
別

の
分

野
ご

と
に

定
め
る

部
門
計
画

の
上

位
に

位
置
す

る
県
政
運

営
の

基
本

指
針

と
な
る

計
画
で

あ
る
た
め

、
各

部
門
計

画
と
の

整
合
性

を
図

り
、
緊

密
に
連

携
し
な

が
ら

取
り

組

み
を

進
め
て

い
く
こ

と
に
な
っ

て
い

る
。
 

 

こ
の

総
合
計

画
の
戦

略
と
関
係

す
る

主
な

部
門
計

画
は
以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

 戦戦
略略

11
攻攻

めめ
のの

「「
やや

まま
なな

しし
」」

成成
長長

戦戦
略略

  

●
や

ま
な
し

未
来
も

の
づ
く
り

推
進

計
画
 

●
や

ま
な
し

未
来
観

光
地
づ
く

り
推

進
計

画
 

●
や

ま
な
し

未
来
物

流
等
推
進

計
画
 

●
や

ま
な
し

観
光
推

進
計
画
 

●
自

転
車
活

用
推
進

計
画
 

●
や

ま
な
し

農
業
基

本
計
画
 

●
や

ま
な
し

森
林
整

備
・
林
業

成
長

産
業

化
推
進

プ
ラ
ン
 

●
中

小
企
業

・
小
規

模
企
業
振

興
計

画
 

 戦戦
略略

22
次次

世世
代代

「「
やや

まま
なな

しし
」」

投投
資資

戦戦
略略

  

●●
教教

育育
大大

綱綱
（（

教教
育育

振振
興興

基基
本本

計計
画画

））
  

●
文

化
芸
術

推
進
基

本
計
画
 

●
ス

ポ
ー
ツ

推
進
計

画
 

 

 

 
山山

梨梨
県県

総総
合合
計計
画画
のの
位位
置置
づづ

けけ
  

  山山
梨梨

県県
総総

合合
計計

画画
  

 当
該

計
画
は

、
各

部
門

に
お
け

る
県

計
画

の
上
位

に
位
置
す

る
、
新

た
な

県
政
運

営
の
基

本
指

針
と

な
る

も
の
で

あ
り
、
約

20
年
後

の
2
0
4
0
年

頃
ま
で

に
目
指

す
べ

き
本

県
の
姿

を
明
ら
か

に
す

る
長

期

的
な

構
想
と

し
て
の

性
格
と
、

リ
ニ

ア
中

央
新
幹

線
の
開
業

後
と

な
る

2
0
3
0
年
を

視
野

に
、

こ
れ

か

ら
の

4
年
間

に
実
施

す
る
施
策
・
事

業
の

内
容

や
工
程

等
を

明
ら

か
に

す
る
ア

ク
シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
と

し

て
の

性
格
を

併
せ
持

つ
も
の
で

あ
る

。
 

計
画

期
間
は

、
2
0
1
9（

令
和
元

）
年
度

か
ら

2
0
2
2（

令
和

4
）
年

度
ま
で

の
4
年

間
で

、
ま
た
、
本

計
画

を
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生

法
（

平
成

2
6
年

法
律

第
1
3
6
号

）
に
規

定
す
る
都

道
府

県
ま

ち
・

ひ
と
・
し

ご
と

創
生
総

合
戦
略

と
し

て
位

置
付
け

る
と
と
も

に
、
行

財
政

改
革
に

係
る
取

り
組

み
に

つ

い
て

も
、
本

計
画
の

中
で
一
体

的
に

明
ら

か
に
な

っ
て
い
る

。
 

な
お

、
2
01
5（

平
成

2
7）

年
9
月

に
国

連
で
採

択
さ
れ
た
「

持
続
可

能
な
開

発
の
た
め

の
2
0
3
0
ア

ジ
ェ

ン
ダ

2」
に

掲
げ
ら

れ
た
持

続
可

能
な

開
発
目

標
（

S
DG
s
）
に

つ
い
て

、
地

方
自
治
体

に
お

い
て

も

整
合

性
を

持
っ

た
取

り
組

み
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

2
0
3
0

ア
ジ

ェ
ン

ダ
に

記
載

さ
れ

た
「

誰
一

人
取

り
残

さ
な
い

」
と

い
う

考
え
方

は
、
本

計
画

の
基
本

理
念
と

方
向

性
を

同
じ
く

す
る
も
の

と
考

え
ら

れ

る
た

め
、
計

画
の

推
進
に

当
た

っ
て

は
、
本
計

画
の
政

策
体

系
と

の
関

係
を
整

理
し
な
が

ら
、
推

進
し

て
い

く
こ
と

と
な
っ

て
い
る
。

 

 当
該

計
画
の

基
本
理

念
は
『
県

民
一

人
ひ

と
り
が

豊
か
さ
を

実
感

で
き

る
や
ま

な
し
』
と

し
、
そ

の
 

実
現

に
向
け

、
ス

ピ
ー

デ
ィ
ー

か
つ

着
実

に
事
業

の
成
果
を

挙
げ

て
い

く
た
め

、
様

々
な

取
り

組
み

を
体

系
化
し

、
効
果

的
・
効
率

的
に

推
進

し
て
い

く
必
要
が

あ
る

と
し

て
い
る

。
 

本
計

画
に
お

い
て
は

、
取

り
組

み
の

方
向

性
で
あ

る
5
つ
の
《

戦
略

》
ご

と
に

、
戦

略
の

ね
ら

い
を

実
現

す
る
た

め
の
《

政
策
》
と

、
そ
の

具
体

的
な

取
り
組
み

で
あ

る
《

施
策
》
に
体

系
化

し
て
、
取

り

組
み

内
容
や

工
程
に

つ
い
て
整

理
さ

れ
て

い
る
。
 

 
2 

https://www.unic.or.jp/activities/econom
ic_social_developm

ent/sustainable_developm
ent/

2030agenda/ 
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梨
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 む
幼

児
教
育

の
充
実

を
図
り
ま

す
。
」

と
な

っ
て
い

る
。
 

 

こ
の

政
策

1
に

は
、

1
3
個
の

施
策

か
ら

な
っ
て

お
り
、
そ

の
施

策
と

概
要
は

以
下
の
と

お
り

と
な

っ
て

い
る
。
 

 1
）

知
事

と
教

育
委
員

会
の
連

携
に

よ
る

教
育
行

政
の
推
進

 

（
施

策
の
概

要
）
 

一
人

ひ
と
り

に
向
き

合
っ
た
き

め
細

か
で

質
の
高

い
教
育
行

政
を

推
進

す
る
た

め
、
知
事

と
教

育
委

員

会
が

、
本
県

の
教
育

に
つ
い
て

の
あ

る
べ

き
姿
を

共
有
し
、

連
携

し
て

取
り
組

み
ま
す
。

 

 

2
）

2
5
人
を

基
本
と

す
る
少
人

数
教

育
の

推
進
 

（
施

策
の
概

要
）
 

一
層

き
め
細

か
で
質

の
高
い
教

育
を

実
現

す
る
た

め
、
学
校

関
係

者
等

に
よ
る

検
討
を
経

て
、
計

画

的
・

段
階
的

に
2
5
人

を
基
本

と
す

る
少

人
数
教

育
の
推
進

を
図

り
ま

す
。
 

 

3
）

学
力

向
上

に
向
け

た
取
り

組
み

の
推

進
 

（
施

策
の
概

要
）
 

児
童

生
徒
の

学
力
向

上
を
図
る

た
め

、
全
国

学
力
・
学

習
状

況
調

査
等

で
得
ら

れ
た
課
題

や
成

果
を

踏
ま

え
、
教
員

の
授
業

力
を
高

め
る

取
り

組
み
や

、
家

庭
学

習
の

確
保

及
び
地

域
連
携
の

推
進

に
努

め

ま
す

。
 

 

4
）

い
じ

め
対

策
・
不

登
校
支

援
の

た
め

の
体
制

整
備
 

（
施

策
の
概

要
）
 

各
学

校
に
お

け
る
い

じ
め
・
不

登
校

の
実

態
に
応

じ
た
よ
り

き
め

細
や

か
な
対

策
を
行
う

た
め

、
ス

ク
ー

ル
カ
ウ

ン
セ
ラ

ー
の
配
置

を
拡

充
す

る
と
と

も
に
、
市

町
村

と
連

携
し
た

不
登
校
支

援
の

た
め

の

環
境

づ
く
り

を
進
め

ま
す
。
 

 

5
）

学
校

に
お

け
る
働

き
方
改

革
の

推
進
 

（
施

策
の
概

要
）
 

教
員

の
業

務
改

善
及

び
負

担
軽

減
の

た
め

、
「

教
員

の
多

忙
化

改
善

に
向

け
た

取
組

方
針

」
や

「
部

活
動

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

」
等
に
基

づ
く

取
り

組
み
を

推
進
し
ま

す
。
 

 

6
）

I
C
T
を
活

用
し
た

人
材
育

成
 

（
施

策
の
概

要
）
 

S
o
c
i
e
t
y
5
.
0
時

代
を
生

き
る

力
を

育
む

た
め
、

山
梨
県
立

学
校

I
C
T
活

用
教

育
推
進

ビ
ジ

ョ
ン

を

策
定

す
る
と

と
も
に

、
ビ
ジ
ョ

ン
を

踏
ま

え
た
教

員
の
研
修

や
環

境
の

整
備
を

行
い
ま
す

。
 

 

 

 戦戦
略略

33
活活

躍躍
「「

やや
まま

なな
しし

」」
促促

進進
戦戦

略略
  

●
や

ま
な
し

子
ど
も

・
子
育
て

支
援

プ
ラ

ン
 

●
男

女
共
同

参
画
計

画
 

 戦戦
略略

44
安安

心心
「「

やや
まま

なな
しし

」」
充充

実実
戦戦

略略
  

●
地

域
保
健

医
療
計

画
 

●
健

や
か
山

梨
2
1（

第
2
次

）
 

●
地

域
福
祉

支
援
計

画
 

●
健

康
長
寿

や
ま
な

し
プ
ラ
ン

 

●
や

ま
な
し

障
害
児

・
障
害
者

プ
ラ

ン
 

●
第

2
次
環

境
基
本

計
画
 

●
や

ま
な
し

エ
ネ
ル

ギ
ー
ビ
ジ

ョ
ン
 

●
地

球
温
暖

化
対
策

実
行
計
画

 

 戦戦
略略

55
快快

適適
「「

やや
まま

なな
しし

」」
構構

築築
戦戦

略略
  

●
強

靱
化
計

画
 

●
社

会
資
本

整
備
重

点
計
画
 

●
再

犯
防
止

推
進
計

画
 

●
動

物
愛
護

管
理
推

進
計
画
 

 こ
の

計
画
の

戦
略
２

 
次
世
代
「

や
ま

な
し

」
投

資
戦

略
に

お
い

て
は

、
3
つ
の

政
策
か

ら
構

成
さ

れ
て

お
り
、

そ
の
政

策
1
に
お

い
て

以
下

の
よ
う

に
定
め
ら

れ
て

い
る

。
 

 政
策

１
 
一

人
ひ
と

り
の
個
性

を
生

か
し

た
教
育

の
推
進
 

こ
の

政
策
の

基
本
的

な
考
え
方

は
、
 

「
家

庭
の
経

済
環
境

な
ど
に
よ

る
教

育
格

差
を
生

じ
さ
せ
る

こ
と

な
く

、
一

人
ひ
と

り
に

向
き

合
っ

た
き

め
細
か

で
質
の

高
い
教
育

を
実

現
す

る
た
め

に
は

、
教

員
の

資
質

向
上
を

図
る
と
と

も
に

、
教
員

が
き

ち
ん
と

子
ど
も

と
向
き
合

う
た

め
の

時
間
を

確
保
し
、
よ

り
き

め
細
か

な
指
導

を
行

っ
て

い
く

必

要
が

あ
り
ま

す
。
 

こ
の

た
め

、
学

校
教
育

に
お
け

る
教

員
の

負
担
軽

減
や
相
談

支
援

体
制

の
強
化

と
あ
わ
せ

て
、
公

立

の
小

中
学

校
に

お
け

る
少

人
数

教
育

の
計

画
的

、
段

階
的

導
入

に
よ

り
、

教
育

環
境

の
充

実
を

図
り

、

一
人

ひ
と
り

に
向
き

合
っ
た
、
き

め
細

か
で
質

の
高
い

教
育

を
受

け
る

こ
と
が

で
き
る
環

境
の

実
現

を

図
り

ま
す
。
 

ま
た

、
幼

児
期
は

成
長
の

土
台

を
作

る
貴

重
な
時

期
で
あ
る

こ
と

か
ら

、
小

学
校
就

学
前

か
ら
、
本

県
の

豊
か
な

自
然
環

境
を
生
か

し
た

活
動

な
ど
を

通
じ
て
、
子

ど
も

た
ち
の

知
的
好

奇
心

や
感

性
を

育

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
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1
3
)
次

代
の
や

ま
な
し

を
支
え

る
人

材
の

育
成
 

（
施

策
の
概

要
）
 

次
代

の
や

ま
な

し
を

支
え

る
人

材
育

成
を

図
る

た
め

、
「

山
梨

県
大

村
智

人
材

育
成

基
金

」
を

活
用

し
、
中

高
生
の

優
秀
な

研
究
等

を
表

彰
す

る
と
と

も
に

、
若

者
の

海
外

留
学
や

若
手
研
究

者
の

研
究

環

境
の

充
実
な

ど
に
向

け
た
取
り

組
み

を
支

援
し
ま

す
。
 

 

 
 

 

  

7
）

グ
ロ

ー
バ

ル
人
材

の
育
成

 

（
施

策
の
概

要
）
 

国
際

的
に
活

躍
で
き

る
グ
ロ
ー

バ
ル

人
材

を
育
成

す
る
た
め

に
、
小

中
学
校

と
外
国

語
教

育
や

国
際

理
解

教
育
の

連
携
を

図
り

、
学

び
を

接
続

さ
せ
る

と
と
も
に

、
外

国
語
に

よ
る
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

能
力

、
幅

広
い
教

養
、
問

題
解

決
能

力
等

の
国
際

的
素
養
、
異

文
化

理
解
の

精
神
を

高
校

生
に

身
に

付

け
さ

せ
る
取

り
組
み

を
推
進
し

ま
す

。
 

 

8
）

公
立

高
等

学
校
等

の
就
学

支
援
 

（
施

策
の
概

要
）
 

公
立

高
等
学

校
や
特

別
支
援
学

校
に

通
う

生
徒
の

保
護
者
等

の
経

済
的

負
担
を

軽
減
し
、
生

徒
が

安

心
し

て
就
学

で
き
る

よ
う
に
す

る
た

め
、

就
学
に

要
す
る
経

費
等

に
対

し
て
支

援
し
ま
す

。
 

 

9
）

魅
力

あ
る

高
校
づ

く
り
の

推
進
 

（
施

策
の
概

要
）
 

外
国

籍
生

徒
の

受
け

入
れ

や
不

登
校

生
徒

等
の

高
校

進
学

対
策

、
地

域
に

お
け

る
学

校
の

あ
り

方
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ス
ク

ー
ル
制
度

の
導

入
な

ど
に
つ

い
て
検
討

を
行

い
、
時
代

に
適
応

し
た

魅
力

あ
る

高

校
づ

く
り
を

推
進
す

る
た
め
、
「

県
立

高
等

学
校
長

期
構
想

」
（

仮
称
）

を
策
定

・
実
施

し
ま

す
。
 

 

1
0
）

一
人
ひ

と
り
に

応
じ
た
特

別
支

援
教

育
の
推

進
 

（
施

策
の
概

要
）
 

児
童

生
徒
一

人
ひ
と

り
の
障
害

の
状

態
や

ニ
ー
ズ

に
応
じ
て

、
そ
の

可
能
性

を
最
大

限
に

伸
ば

す
こ

と
が

で
き
る

切
れ
目

の
な
い
多

様
な

学
び

の
場
を

整
備
す
る

た
め
、
新

た
な

特
別
支

援
教

育
推

進
プ

ラ

ン
（

仮
称
）

を
策
定

・
実
施
し

ま
す

。
 

 

1
1
）

私
立
学

校
の
振

興
 

（
施

策
の
概

要
）
 

特
色

あ
る
教

育
を
行

う
私
立
学

校
の

教
育

条
件
の

維
持
向
上

や
、
学

校
運
営

の
安
定

化
を

図
る

た
め

、

必
要

な
支
援

を
行
い

ま
す
。
 

ま
た

、
高

等
学
校

の
ほ
か

、
専

修
学

校
に

お
い
て

も
保
護
者

等
の

経
済

的
負
担

を
軽
減
し

、
生
徒

等

が
安

心
し
て

就
学
等

で
き
る
よ

う
支

援
し

ま
す
。
 

 1
2
)
自

然
保
育

の
導
入

の
促
進

 

（
施

策
の
概

要
）
 

自
然

保
育
の

導
入
を

推
進
す
る

た
め

、
人
材

育
成
や

普
及
啓

発
、
表

彰
等

を
行
い

ま
す
。
ま

た
、
自

然
保

育
の
拠

点
と
し

て
活
用
で

き
る

よ
う

、
愛
宕

山
こ
ど
も

の
国

の
再

整
備
を

行
い
ま
す

。
 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

一
八



 

 

 山山
梨梨

県県
総総

合合
計計

画画
のの

位位
置置

づづ
けけ
  

 以
上

の
よ
う

に
、
山

梨
県
総
合

計
画

の
戦

略
2 

次
世
代
「

や
ま

な
し

」
投
資

戦
略
に
お

い
て

、
そ

の
部

門
計

画
に

「
教

育
大

綱
」
「

教
育

振
興

基
本

計
画

」
が

含
ま

れ
て

い
る

。
ま

た
、

こ
の

教
育

振
興

計
画

に
お

い
て

も
、
「

政
策

１
一

人
ひ

と
り

の
個

性
を

生
か

し
た

教
育

の
推

進
」

に
お

け
る

施
策

成
果

指
標

に
お

い
て

、
「

3
）

学
力

向
上

に
向

け
た

取
り

組
み

の
推

進
」

に
お

け
る

「
『

全
国

学
力

・
学

習
状

況
調

査
』

の
全

国
平

均
正

答
数

と
の

比
較

割
合

」
、
「

4
）
い

じ
め

対
策

・
不

登
校

支
援

の
た

め
の

体
制

整
備

」
に

お
け

る
「

い
じ

め
解

消
率

」
、
「

7
）

グ
ロ

ー
バ
ル

人
材

の
育

成
」

に
お

け
る

「
高

等
学

校
卒

業
段

階
で

C
E
F
R
A２

レ
ベ
ル
相

当
以

上
を

達
成
す

る
生
徒
の

割
合

」
な

ど
、
同

様
の

成
果

指
標

を
掲

げ

て
い

る
（

後
記

）
こ

と
か

ら
も

、
県

の
教

育
行

政
は

、
総

合
計

画
の

観
点

か
ら

重
要

と
さ

れ
て

い
る

。 

    

 
 

 

 

ま
た

、
当
該

政
策
１

の
施
策
成

果
指

標
は

、
以
下

の
と
お
り

と
な

っ
て

い
る
。
 

   

 
  

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

一
九



 

 

（
教

育
振
興

基
本
計

画
）
 

第
1
7
条

政
府
は

、
教
育

の
振

興
に

関
す

る
施
策

の
総
合
的

か
つ

計
画

的
な
推

進
を
図
る

た
め

、
教

育
の

振
興

に
関

す
る

施
策

に
つ

い
て

の
基

本
的

な
方

針
及

び
講

ず
べ

き
施

策
そ

の
他

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
、
基

本
的

な
計
画

を
定

め
、
こ

れ
を
国

会
に
報

告
す

る
と

と
も

に
、
公

表
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

２
地

方
公
共

団
体
は

、
前

項
の

計
画

を
参

酌
し
、
そ
の

地
域

の
実

情
に

応
じ
、
当
該

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

教
育

の
振

興
の

た
め

の
施

策
に

関
す

る
基

本
的

な
計

画
を

定
め

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

 

地
方

教
育
⾏

政
の
組

織
及
び
運

営
に

関
す

る
法
律

（
平
成

2
9
年

5
月

1
7⽇

法
律
第

2
9
号

）
 

（
大

綱
の
策

定
等
）
 

第
1
条

の
３

地
方
公

共
団
体
の

長
は

、
教

育
基
本

法
第

17
条

第
1
項

に
規

定
す

る
基
本

的
な

方
針

を
参

酌
し
、
そ
の

地
域
の

実
情

に
応

じ
、
当
該

地
方
公

共
団

体
の

教
育

、
学

術
及
び

文
化

の
振

興
に

関

す
る

総
合
的

な
施
策

の
大
綱
を

定
め

る
も

の
と
す

る
。
 

 

 

こ
の

計
画
の

対
象
と

す
る
期
間

は
、
2
0
1
9（

令
和
元

）
年
度

を
初

年
度

と
し
、
2
0
23（

令
和

5）
年

度

を
目

標
年
度

と
す
る

5
年
間
と

さ
れ

て
い

る
。
 

そ
し

て
、「

学
び

続
け
共

に
生

き
未

来
を

拓
く
 

や
ま
な
し

の
人

づ
く

り
」
の

基
本

理
念

の
も

と
、
7

つ
の

基
本
方

針
か
ら

な
る

3
つ

の
基

本
目

標
と
、
そ
の

も
と

に
２

１
の

施
策
項

目
か
ら
構

成
さ

れ
て

い

る
。
 

  山山
梨梨

県県
教教

育育
振振

興興
基基

本本
計計

画画
のの

施施
策策

体体
系系

とと
予予

算算
  

 こ
の

施
策
体

系
と
そ

の
も
と
に

予
定

さ
れ

て
い
る

事
業
数
、
予

算
額
（
令

和
元
年

度
）
及

び
1
事
業

あ
た

り
の
予

算
額
は

以
下
の
と

お
り

で
あ

る
。
当

該
計

画
の

事
業

数
は

、
５

４
１
事

業
で

、
予
算

額
は

２
６

４
億
円

に
お
よ

ぶ
。
1
事

業
あ

た
り

の
平
均

予
算
額
は

、
４

８
百

万
円
と

多
額
と
な

る
。
 

基
本

方
針
の

下
に
あ

る
施
策
項

目
ご

と
に

表
し
た

予
算
額
（

令
和
元

年
度
）
の
円

グ
ラ
フ

は
、
図

１

の
と

お
り
で

あ
る
。
施

策
項
目

3
-
1
-
(
4)
安

全
・
安

心
で
質

の
高

い
教

育
環
境

の
整
備
が

１
２

６
億

７

９
百

万
円
で

全
体
の

４
８
％
を

占
め

て
い

る
。
こ
れ

は
、
こ

の
施

策
項

目
に
高

校
施
設
整

備
費

４
６

億

４
百

万
円
、
甲
府

支
援
学

校
等

施
設

整
備

費
２
７

億
３
１
百

万
円
、
私

立
幼

稚
園
、
私
立

学
校

運
営

費

補
助

金
２
７

億
６
１

百
万
円
な

ど
、
固

定
資
産

投
資
や

私
立

学
校

の
運

営
費
の

補
助
が
主

な
も

の
で

あ

る
。

次
に

予
算

額
が

多
い

施
策

項
目

は
、

3
-
2
-
(
1
)
全

て
の

子
供

の
教

育
機

会
を

保
障

す
る

支
援

で
、

２
９

の
事
業

で
３
６

億
円
と
な

り
、
主

な
事
業

は
、
公

立
高

等
学

校
就

学
支
援

金
、
公
立

学
校

奨
学

給

付
金

１
９
億

２
５
百

万
円

、
高

等
学

校
等

就
学
支

援
金
交
付

事
業

費
１

１
億
９

１
百
万
円

な
ど

で
、
３

 

 

 

 
山山

梨梨
県県

教教
育育
振振
興興
基基
本本
計計
画画

  

 山山
梨梨

県県
教教

育育
振振

興興
基基

本本
計計

画画
のの

概概
要要
  

 そ
こ

で
、
山

梨
県
教

育
振
興
計

画
に

つ
い

て
示
す

。
 

 策
定

趣
旨
は

、
教
育

基
本
法
の

改
正

（
20
0
6
（
平

成
1
8）

年
12

月
）

に
よ

り
、

国
に

お
い

て
は

5

年
ご

と
に
教

育
振
興

基
本
計
画
（

以
下
、
国

計
画

）
を
策
定

し
、
2
0
18（

平
成

3
0
）
年

6
月

に
第

3
期

国
計

画
が
閣

議
決
定

さ
れ
た
の

を
踏

ま
え

、
国

計
画

を
参
酌

し
、
2
0
0
9（

平
成

2
1
）
年
に
「

や
ま

な
し

の
教

育
振
興

プ
ラ
ン

」
を
、
2
0
1
4（

平
成

2
6
）
年

に
「
新
や

ま
な

し
の

教
育
振

興
プ
ラ
ン

」
を

そ
れ

ぞ

れ
策

定
し

、
1
0

年
間

に
わ

た
り

本
県

の
実

情
を

踏
ま

え
た

教
育

施
策

を
、

総
合

的
か

つ
計

画
的

に
推

進
し

て
き
た

。
 

こ
の

間
、
人

口
減

少
や
高

齢
化

を
は

じ
め

、
高

度
情
報

化
や

グ
ロ

ー
バ

ル
化
の

急
速
な
進

展
等
、
社

会
情

勢
は
め

ま
ぐ
る

し
く
変
動

し
、
さ

ら
に
は

家
庭
環

境
や

地
域

社
会

の
変
化

、
安

全
・
安

心
に

対
す

る
意

識
や

多
様

な
学

び
の

必
要

性
の

高
ま

り
と

い
っ

た
教

育
に

関
わ

る
変

化
も

大
き

く
な

っ
て

お
り

、

ま
た

、
2
0
17
（

平
成

2
9
）
年

に
小

・
中

学
校
、

2
0
1
8（

平
成

3
0
）

年
に

高
等
学

校
の

各
学

習
指

導
要

領
が

改
訂

さ
れ

、
「

社
会

に
開

か
れ

た
教

育
課

程
」

の
実

現
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

こ
う

し
た

中
、

本

県
教

育
の
一

層
の
振

興
を
図
る

た
め

に
、
社

会
の
変

化
を
的

確
に

見
据

え
な
が

ら
、
新
し

い
時

代
に

ふ

さ
わ

し
い

教
育

行
政

の
あ

り
方

や
施

策
の

基
本

的
方

向
を

明
確

に
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

っ
て

お
り

、 

こ
の

よ
う
な

考
え
方

の
下
、
新

し
い

時
代

を
拓
く

本
県
教
育

の
進

む
べ

き
方
向

と
そ
の
実

現
に

向
け

た
基

本
的
な

施
策
を

明
ら
か
に

す
る

た
め

、
こ
の

計
画
が
策

定
さ

れ
た

。
 

 

計
画

の
位
置

付
け
は

、
教
育
基

本
法
第

17
条
第

2
項

の
規

定
に

基
づ

く
、
本

県
教
育
振

興
の

基
本

計
画

で
あ
る

と
と
も

に
、
地
方

教
育

行
政

の
組
織

及
び
運
営

に
関

す
る

法
律
第

1
条
の
３

の
規

定
に

基

づ
く

本
県
教

育
大
綱

と
の
整
合

を
図

り
策

定
す
る

も
の
で
あ

る
。
 

 

ま
た

、
こ

の
計
画

は
、
今

後
の

本
県

教
育

を
推
進

す
る
た
め

の
基

本
方

針
と
な

る
も
の
で

あ
り
、
社

会
情

勢
の
変

化
を
踏

ま
え

、
教

育
の

基
本

理
念
等

を
示
す
と

と
も

に
、
今

後
の
取

り
組
む

べ
き

施
策

の

方
向

等
を
明

ら
か
に

す
る
も
の

で
あ

る
。
こ
の

計
画
は

、
市

町
村

や
教

育
団
体

に
対
し
て

は
、
県

と
一

体
と

な
っ
た

施
策
の

推
進
を
、
県

民
に

対
し

て
は

、
本

県
教

育
の

理
念

や
進
む

べ
き
基
本

的
な

方
向

を

明
ら

か
に
す

る
こ
と

に
よ
り
、

そ
の

理
解

と
協
力

、
参
画
を

求
め

る
も

の
と
な

っ
て
い
る

。
 

 教
育

基
本
法

（
平
成

1
8
年

1
2
月

2
2
日

法
律
第

1
2
0
号
）

 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
〇



 

 

表表  11  山山梨梨県県教教育育振振興興基基本本計計画画施施策策体体系系一一覧覧  

 
※事業数及び予算額は再掲事業を含む  （出典：監査人作成） 

 

 番
目

に
予

算
額

が
多

い
施

策
項

目
は

、
2
-
1
-
(
1
)
生

き
が

い
を

持
ち

、
社

会
参

画
す

る
た

め
の

学
び

の

推
進

 
４
０

事
業
２

７
億
円
で

、
主

な
事
業

費
は
、
美

術
館

、
文

学
館
、
博

物
館

等
の
運

営
費

な
ど

９

億
８

２
百
万

円
、
文

化
財
の
保

存
や

管
理

等
の
事

業
費
３
億

２
０

百
万

円
と
な

っ
て
い
る

。
 

基
本

方
針
の

下
に
あ

る
施
策
項

目
ご

と
に

事
業
数
（
令

和
元

年
度
）
の

円
グ

ラ
フ
は

、
図

2
の

と
お

り
で

あ
る
。
２

１
の

施
策
項
目

が
あ

り
、
1
つ
の

施
策
項
目

に
平

均
で

２
５
個

の
事
業
が

策
定

さ
れ

て

い
る

。
基

本
目
標

ご
と
で

は
、
基

本
目

標
１
が

３
１
９

事
業

と
全

体
の

６
割
近

く
を
占
め

、
基
本

目
標

３
は

、
１
６

２
事
業

（
３
割
）

続
い

て
、

基
本
目

標
２
（
１

割
）

と
な

っ
て
い

る
。
 

上
記

を
踏
ま

え
て
、

1
事
業
あ

た
り

の
予

算
額
を

表
し
た
の

が
図

３
で

あ
る
。
 

こ
れ

を
見
る

と
施
策

項
目

1-
2
-
(
4
)
大
学

等
の
高

等
教
育
の

振
興

が
1
億

７
２

百
万
円

、
2
-
1
-
(1
)

生
き

が
い

を
持

ち
、

社
会

参
画

す
る

た
め

の
学

び
の

推
進

が
６

７
百

万
円

、
2
-
1
-
(
2
)
よ

り
よ

い
地

域

づ
く

り
に

向
け

た
学

び
の

推
進

が
８

７
百

万
円

、
3
-
1
-
(
1
)
学

校
に

お
け

る
働

き
方

改
革

の
推

進
が

５

０
百

万
円
、
3
-
1
-(
3
)
I
C
T
活
用

の
た

め
の

基
盤
整

備
が

92
百

万
円
、
3
-
1
-
(4
)
安

全
・
安

心
で

質
の

高

い
教

育
環
境

の
整
備

が
2
億
８

８
百

万
円

、
3-
2
-
(
1
)全

て
の

子
供

の
教

育
環
境

を
保
障
す

る
支

援
が

、

1
億

２
４
百

万
円
と

な
っ
て
い

る
。
 

施
策

項
目
ご

と
の
予

算
額
が
多

額
に

上
る

も
の
に

関
し
て
は

、
事
業

ご
と
に

比
較
し

た
と

き
に

も
比

較
的

事
業

あ
た

り
の

予
算

額
が

大
き

い
事

業
が

多
い

と
い

え
る

。
ま

た
、

基
本

目
標

Ⅰ
「

生
き

る
力

」

を
育

む
質
の

高
い
教

育
の
実
現

に
お

い
て

は
、
事

業
数

が
３

１
９

事
業

と
全
体

の
５
８
％

を
占

め
る

が

そ
の

事
業
の

予
算
額

に
お
い
て

は
、
３

６
億

３
８
百

万
円
と

全
体

の
１

３
％
と

な
っ
て
お

り
、
事

業
単

位
当

た
り
の

予
算
額

が
少
額
の

も
の

と
な

っ
て
い

る
。
そ
れ

と
は

対
照

的
に

、
基

本
目
標

Ⅲ
だ

れ
も

が

安
心

し
て
学

べ
る
教

育
環
境
の

整
備

に
お

い
て
は

、
１

６
２

事
業

で
事

業
数
と

し
て
は
全

体
の

２
９

％

で
あ

る
の

に
対

し
て

、
予

算
金

額
に

お
い

て
は

、
１

９
２

億
１

８
百

万
円

と
７

２
％

と
な

っ
て

い
る

。 

 以
上

の
よ
う

に
、
山

梨
県

教
育

振
興

基
本

計
画
は

、
数

多
く

の
事

業
か

ら
構
成

さ
れ
、
多

額
の

予
算

が
投

入
さ
れ

て
い
る

。
 

 
 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
一
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山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
二



 

 

 
山山

梨梨
県県

教教
育育
振振
興興
基基
本本
計計
画画

のの
点点
検検
・・
評評
価価

  

 点点
検検

・・
評評

価価
にに

つつ
いい

てて
  

 上
記

の
よ
う

に
、
多

数
の

事
業

と
予

算
額

に
よ
っ

て
山
梨
県

教
育

振
興

基
本
計

画
は
成
り

立
っ

て
い

る
が

、
第

６
章
計

画
の
進

行
管

理
に

お
い

て
本
計

画
に
基
づ

く
施

策
を

迅
速
か

つ
確
実
に

推
し

進
め

る

た
め

に
は

、
掲

げ
た
施

策
の
進

捗
状

況
を

点
検
し

、
そ

の
状

況
に

応
じ

た
取
組

の
直
し
を

行
う

必
要

が

あ
る

と
し
て

お
り

、
そ

の
た
め

、
毎

年
度
、
定

期
的

な
点
検
・
評

価
行
い

Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ

ク
ル

に
よ

る

進
行

管
理
を

行
う
と

し
て
い
る

。
 

ま
た

、
指

標
に

つ
い
て

は
、
目

標
の

達
成

状
況
に

係
る
全
て

の
要

因
を

評
価
す

る
こ
と
は

困
難

で
あ

る
こ

と
、
数
値

の
達
成

が
自
己

目
的

化
し

、
本

来
の

目
指
す

べ
き

状
況

と
の
乖

離
を
避
け

る
必

要
が

あ

る
こ

と
を
踏

ま
え

、
指

標
の
推

移
に

加
え

、
関

連
情

報
も
含

め
た

多
角

的
な
評

価
を
進
め

る
と

し
て

い

る
。
 

  点点
検検

・・
評評

価価
のの

問問
題題

点点
  

 し
か

し
、
「

Ⅲ
－

３
－

（
１

）
－

１
）

山
梨

県
教

育
振

興
基

本
計

画
の

点
検

・
評

価
に

つ
い

て
」

で

記
述

し
た
通

り
、
施

策
を

迅
速

か
つ

確
実

に
推
し

進
め
る
た

め
に

は
、
点
検
・
評

価
の
組

織
的

体
系

的

な
手

順
等
が

定
め
ら

れ
る
必
要

が
あ

る
。
こ

れ
だ
け

多
数
の

事
業

の
中

か
ら

、
具

体
的
な

主
な

取
組

の

ど
う

い
っ
た

事
業
に

つ
い
て
評

価
す

る
の

か
。
施

策
概

要
の

も
と

に
多

数
の
主

な
取
組
が

多
数

の
担

当

所
管

課
に
割

り
振
ら

れ
て
い
る

現
状

に
お

い
て

、
ど

の
所
管

課
が

ど
う

い
っ
た

事
業
に
つ

い
て

、
そ
の

評
価

を
行
う

の
か

。
ま

た
、
当

年
度

の
評

価
は
翌

年
度
に
実

施
さ

れ
、
か

つ
当
年

度
の
評

価
は

、
前
年

度
の

指
標
実

績
を
も

っ
て
評
価

し
て

い
る

の
で
指

標
の
実
績

値
が

進
捗

管
理
に

反
映
さ
れ

る
ま

で
に

2

年
間

の
タ

イ
ム

ラ
グ

が
生

じ
て

し
ま

っ
て

い
る

。
そ

の
も

と
で

、
掲

げ
ら

れ
た

施
策

の
進

捗
状

況
は

、

何
を

も
っ
て

判
断
す

る
の
か
、
加

え
て

、
目
標

指
標
に

よ
る

施
策

の
進

捗
状
況

を
管
理
す

る
こ

と
を

予

定
し

て
い
る

も
の
と

考
え
ら
れ

る
が

、
指
標

の
推
移

だ
け
で

な
く

、
関
連

情
報
も

含
め
た

多
角

的
な

評

価
を

進
め
る

と
し
て

い
る
が
、
ど

の
よ

う
な

関
連
情

報
を
収

集
し

、
何
を

も
っ
て

評
価
す

る
の

か
が

明

確
に

規
定
さ

れ
て
い

な
い

。
以

上
か

ら
、
目

標
の

達
成

状
況

の
評

価
基

準
が
あ

い
ま
い
に

な
っ

て
い

る
。 

今
回

の
包
括

外
部
監

査
に
お
い

て
は

、
山
梨

県
教
育

振
興
基

本
計

画
3（

以
下
「

新
教
育
計

画
」
と

い

う
）
の
点

検
・
評

価
結
果

が
監

査
時

点
で

は
ま
だ

出
て
い
な

い
の

で
、
点
検
・
評
価

に
つ

い
て

は
、
新

や
ま

な
し
の

教
育
振

興
プ
ラ
ン

4（
以

下
「

旧
教
育

計
画

」
と

い
う

）
に
つ

い
て
個

別
意
見

の
中

で
記

載

す
る

こ
と

と
し

、
こ

こ
で

は
、

上
記

で
記

載
し

て
き

た
新

教
育

計
画

の
体

系
図

を
示

す
に

と
ど

め
る

。

 
3 山

梨
県

教
育

振
興

基
本

計
画

：
令

和
元

年
度

か
ら

令
和

5
年

度
ま

で
の

5
年

間
 

4 新
や

ま
な

し
の

教
育

振
興

プ
ラ

ン
：

平
成

2
6年

度
か

ら
平

成
3
0年

度
ま

で
の

5年
間
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山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
三



 

 

 

 

 

図図
  55

  
山山
梨梨
県県
教教
育育
振振
興興
基基
本本
計計
画画
施施
策策
体体
系系
一一
覧覧

  

 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
四



 

 

基
本
⽅

針
２

ふ
る
さ

と
に
誇
り

を
持

ち
、

地
域
や

世
界
で
活

躍
す

る
人

材
を
育

成
し
ま
す

 

 

 基
本
⽅

針
３

学
校
・

家
庭
・
地

域
に

よ
る

教
育
を

推
進
し
ま

す
 

 

 

 
 

 

 

 山山
梨梨

県県
教教

育育
振振

興興
基基

本本
計計

画画
のの

目目
標標

とと
そそ

のの
もも

とと
にに

定定
めめ

らら
れれ

たた
指指

標標
  

◆
基

本
目
標

Ⅰ
「
⽣

き
る
⼒
」

を
育

む
質

の
⾼
い

教
育
の
実

現
 

基
本
⽅

針
１

バ
ラ
ン

ス
の
と
れ

た
知

・
徳

・
体
を

育
成
し
ま

す
 

 

 

 

 
 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
五



 

 

◆
基

本
目
標

Ⅲ
だ
れ

も
が
安
心

し
て

学
べ

る
教
育

環
境
の
整

備
 

基
本

方
針
１

質
の
⾼

い
教
育
の

た
め

の
環

境
整
備

に
努
め
ま

す
 

 

※
〔

 
〕
内

の
現
況

値
は

20
1
8
年

度
数

値
で
す

。
 

 基
本
⽅

針
２

多
様
な

学
び
の
機

会
の

充
実

と
提
供

を
図
り
ま

す
。
 

 

 

 
 

 

 

◆
基

本
目
標

Ⅱ
人
⽣

を
豊
か
に

し
、

社
会

を
支
え

る
⽣
涯
学

習
の

展
開
 

基
本
⽅

針
１

学
び
と

活
用
が
循

環
す

る
⽣

涯
学
習

を
推
進
し

ま
す
 

 

 基
本
⽅

針
２
⽣

涯
に

わ
た
っ
て

活
躍

で
き

る
学
び

の
体
制
づ

く
り

に
努

め
ま
す
 

 

 

 
 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
六



 

 ー
フ

テ
ィ
ネ

ッ
ト

』『
教

育
推

進
の

た
め

の
基
盤

の
整
備
』

を
実

践
す

る
高
校

づ
く
り
を

目
指

し
、

山

梨
県

立
高
等

学
校
長

期
構
想

2
0
2
0
（
以

下
「
長

期
構
想

2
0
2
0
」）

が
策
定

さ
れ
た
。

 

 長
期

構
想

2
0
2
0
の
基

本
的
な

考
え

方
は

以
下
の

と
お
り
で

あ
る

。
 

①
構

想
策
定

の
趣
旨
 

山
梨

県
で
は

、
平
成

８
年
構
想

、
平

成
２

１
年
基

本
構
想
に

基
づ

き
、

全
日
制

高
校
へ
の

単
位

制

や
コ

ー
ス
制

の
導
入

、
専
門
教

育
学

科
の

増
設
、

総
合
学
科

の
設

置
、

学
科
の

再
編
、
高

校
の

再
編

整
備

、
連
携

型
中
高

一
貫
教
育

の
導

入
、

望
ま
し

い
学
校
規

模
の

確
保

等
の
施

策
を
推
進

し
、

高
等

学
校

改
革
を

進
め
て

き
た
。
 

そ
の

一
方
で

、
生
徒

の
多
様
化

が
一

層
進

む
と
と

も
に
、
今

後
も

継
続

し
て
生

徒
数
の
大

幅
な

減

少
が

見
込
ま

れ
る
こ

と
、
情
報

通
信

技
術

の
飛
躍

的
な
発
展

、
非

正
規

雇
用
の

拡
大
、
世

界
遺

産
富

士
山

を
核
と

す
る
外

国
人
観
光

客
数

の
増

大
、
地

域
産
業
を

支
え

る
た

め
の
職

業
教
育
が

重
要

視
さ

れ
て

き
て
い

る
こ
と

、
社
会
・

経
済

の
グ

ロ
ー
バ

ル
化
な
ど

、
本

県
の

高
校
教

育
を
取
り

巻
く

環
境

は
、

世
界
的

視
点
も

含
め
た
大

き
な

変
化

の
中
に

あ
る
。

 

ま
た

、
学
習

指
導
要

領
が
改
正

さ
れ

、
め

ま
ぐ
る

し
く
変
化

し
続

け
る

社
会
・

経
済
環
境

に
お

け

る
生

き
る
力

の
醸
成

の
た
め
、

学
校

に
お

い
て
は

生
徒
一
人

ひ
と

り
の

主
体
的

な
学
び
が

重
視

さ
れ

る
こ

と
と
な

っ
て
い

る
。

 

こ
う

し
た
状

況
を
踏

ま
え
、
本

県
の

高
校

教
育
の

一
層
の
振

興
を

図
る

た
め
、

社
会
的
課

題
が

複

雑
化

、
多
様

化
す
る

中
に
あ
っ

て
も

、
生

徒
一
人

ひ
と
り
が

個
性

や
特

性
を
生

か
し
、
前

向
き

に
諸

課
題

の
解
決

に
向
か

い
、
た
く

ま
し

く
未

来
を
切

り
拓
く
こ

と
の

で
き

る
力
を

育
む
高
校

づ
く

り
に

つ
い

て
、
そ

の
施
策

の
方
向
を

明
確

に
す

る
必
要

が
あ
る
。

 

こ
の

よ
う
な

考
え
の

下
、
今
後

の
県

立
高

校
の
あ

り
方
や
新

し
い

高
校

づ
く
り

の
基
本
的

な
指

針

と
し

て
本
構

想
が
策

定
さ
れ
て

い
る

。
 

②
構

想
の
位

置
づ
け
 

 
「

山
梨
県

教
育
振

興
基
本
計

画
」

に
基

づ
き
、

生
徒
の
多

様
化

、
生

徒
数
の

減
少
、
時

代
の

ニ

ー
ズ

等
に
対

応
し

、『
魅

力
あ

る
高

校
づ

く
り
』

を
推
進
す

る
た

め
の

指
針
と

な
る
も
の

。
 

③
構

想
の
期

間
 

 
こ

の
構
想

の
対
象

と
す
る
期

間
は

、
令

和
２
年

度
を
初
年

度
と

し
、

令
和
１

１
年
度
ま

で
の

１

０
年

間
で
あ

る
。
 

④
長

期
構
想

2
0
2
0
の

概
要
 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
y
a
m
a
n
a
s
h
i
.
j
p
/k

ou
ka

i-
to

ku
sh
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k
ou
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yo

u
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p
d
f 

 

以
上

の
よ
う

に
、
長

期
構

想
２

０
２

０
は

、
全

日
制
高

校
へ

の
単

位
制

や
コ
ー

ス
制
の
導

入
、
専

門

教
育

学
科
の

増
設
、
総

合
学
科

の
設

置
、
学

科
の

再
編

、
高

校
の

再
編

整
備
、
連

携
型
中

高
一

貫
教

育

の
導

入
、
望
ま

し
い
学

校
規
模

の
確

保
等

の
施
策

を
推
進
し

、
高

等
学
校

改
革
の

指
針
と

な
る

も
の

で

あ
る

。
そ

れ
は

、
単

に
教
育
振

興
基

本
計

画
の
指

針
と
し
て

影
響

を
及

ぼ
す
だ

け
で
な
く

、
山

梨
県
の

 

 

 

 
山山

梨梨
県県

立立
高高
等等
学学
校校
長長
期期
構構

想想
２２
００
２２
００

  

山
梨

県
で
は

、
国
際

化
、
情
報

化
、

技
術

革
新
等

の
社
会
の

変
化

の
中

に
あ
っ

て
、
生
徒

の
興

味
・

関
心
や

進
路
希

望
等
の
多

様
化

に
応

え
る
た

め
、
平
成

8
年

3
月

に
「
山

梨
県
高
等

学
校

整
備

新
構

想
」
（
以

下
「
平

成
8
年

構
想

」
）
を

策
定
し

、
そ
れ

ま
で

、
固

定
化
・

画
一
化
す

る
傾

向
に

あ

っ
た

教
育
か

ら
の
脱

却
を
図
っ

て
き

た
。

ま
た
平

成
8
年
構

想
の

策
定

か
ら

1
0
余

年
が

経
過

し
、

情

報
化

、
技
術

革
新
、

少
子
化
等

の
一

層
の

進
展
や

、
産
業
構

造
の

変
化

や
雇
用

形
態
の
多

様
化

が
進

む
な

ど
、
社

会
の
情

勢
の
変
化

を
背

景
に

、
「

や
ま

な
し
の

教
育

振
興

プ
ラ
ン

」
に
掲
げ

た
「

ふ
る

さ

と
を

愛
し
、

世
界
に

通
じ
る
人

づ
く

り
」

の
基
本

理
念
の
下

、
「

魅
力
と

活
力
あ

る
高
校

づ
く

り
」

を

目
指

し
、
「
山

梨
県
県

立
高
等

学
校

整
備

基
本
構

想
」
（
以

下
、
「

平
成

2
1
年

基
本
構
想

」
）

を
策
定

し
、

魅
力
と

活
力
あ

る
高
校
づ

く
り

を
推

進
し
て

き
た
。
 

 こ
れ

に
基
づ

く
主
な

高
校
改
革

は
以

下
の

と
お
り

で
あ
る
。

 

平
成

２
２
年

４
月

 笛
吹

高
等

学
校

が
開

校
 

平
成

２
４
年

３
月

 石
和

高
等

学
校

及
び

山
梨
園

芸
高
校
が

閉
校
 

平
成

２
６
年

４
月

 都
留

興
譲

館
高

等
学

校
が
開

校
 

平
成

２
８
年

４
月

 甲
府

第
一

高
等

学
校

の
英
語

科
を
募
集

停
止

し
、

探
究
科

２
ク
ラ
ス

を
設

置
 

平
成

２
８
年

４
月

 山
梨

高
等

学
校

の
英

語
総
合

コ
ー
ス
を

、
英

理
総

合
コ
ー

ス
に
名
称

変
更
 

平
成

３
１
年

４
月

 身
延

中
学

校
、

南
部

中
学
校

・
身
延
高

校
に

よ
る

連
携
型

中
高
一
貫

教
育

を
開

始
 令

和
２

年
 ４

月
 青

洲
高
等
学

校
が

開
校
 

令
和

2
年
４

月
 
甲
府

工
業
高

等
学

校
専

攻
科
創

造
工
学
科

が
開

科
 

 平
成

２
１
年

基
本
構

想
の
計
画

期
間

の
１

０
年
間

の
間
に
、

社
会

・
経

済
の
グ

ロ
ー
バ
ル

化
、

I
C
T

（
情

報
通
信

技
術
）

の
飛
躍
的

な
発

展
、

さ
ら
な

る
少
子
化

、
非

正
規

雇
用
の

拡
大
な
ど

、
社

会
環

境
及

び
教
育

環
境
は

さ
ら
に
大

き
な

変
化

の
時
代

を
迎
え
つ

つ
あ

り
、

新
た
な

時
代
の
要

請
に

応
え

る
だ

け
で
な

く
山
梨

県
の
将
来

を
展

望
す

る
中
で

、
高
校
教

育
を

推
進

す
る
こ

と
が
求
め

ら
れ

て
い

る
。
 

 こ
う

し
た
中

で
、
山

梨
県
教
育

委
員

会
で

は
、
令

和
元
年
８

月
の

「
山

梨
県
高

等
学
校
審

議
会

」

か
ら

の
答
申

（
以
下

「
令
和
元

年
答

申
」

と
い
う

。
）

を
踏

ま
え

、
広

く
県
民

の
意
見
を

取
り

入
れ

な

が
ら

「
山
梨

県
教
育

振
興
基
本

計
画

」
に

掲
げ
た

『
学
び
続

け
共

に
生

き
未
来

を
拓
く
や

ま
な

し
の

人
づ

く
り
』

の
基
本

理
念
の
下

、
『

可
能
性

に
挑
戦

す
る
た

め
に

必
要

な
力
の

育
成

』『
地

域
社
会

の

持
続

的
な
発

展
を
牽

引
す
る
多

様
な

力
の

育
成

』『
誰

も
が

社
会

の
担

い
手
と

な
る
た
め

の
学

び
の

セ

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
七



 

 

 
山山
梨梨
県県
立立
学学
校校
にに
おお
けけ
るる
学学
校校
評評
価価
シシ
スス
テテ
ムム

  
 学学

校校
評評
価価
シシ
スス
テテ
ムム
のの
概概
要要
  

 山
梨
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
行
政
は
、
上
記
の
山
梨
県
教
育
振
興
基
本
計
画
の
下
、
山
梨
県
立

高
等
学
校
長
期
構
想
２
０
２
０
の
指
針
に
向
か
っ
て
教
育
委
員
会
及
び
所
管
課
の
主
導
に
よ
り
、
実

現
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
 

山
梨
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
評
価
シ
ス
テ
ム
は
、
各
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
•学

校
運
営
に
つ

い
て
改
善
を
図
る
た
め
に
，
自
ら
行
う
評
価
（
以
下
「
自
己
評
価
」
と
い
う
。）

に
加
え
，
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
た
当
該
学
校
の
関
係
者
に
よ
る
評
価
（
以
下
「
学
校
関
係
者
評
価
」
と
い
う
。）

を
実
施
す

る
こ
と
、
学
校
の
教
育
目
標
，
指
導
重
点
等
を
明
確
に
し
，
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
，
そ
の
達
成
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
（
山
梨
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
評
価
シ
ス
テ
ム
実
施
要
項
第

2
条
）。 

 そ
の
学
校
の
教
育
目
標
の
設
定
と
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、「

学
校
評
価
の
手
引
き
」（

平
成

15
年

2
月
山
梨
県
教
育
委
員
会
）
に
以
下
の
よ
う
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。
 

 『
・
目
標
の
設
定
と
実
施
計
画
の
策
定
方
法
（
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
）
 

各
学
校
で
教
育
目
標
な
ど
を
設
定
す
る
場
合
に
は
，
次
の
よ
う
な
目
標
連
鎖
が
あ
り
階
層
性
が
あ

る
こ
と
に
配
慮
し
全
体
と
し
て
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
連
鎖
の
下
位
に

行
け
ば
行
く
ほ
ど
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ

ば
、
目
標
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
上
位
の
目
標
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

下
位
の
目
標
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
目
標
設
定
を
明
確
か
つ
具
体
的
に
行
い
、
職
員

全
体
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
が
組
織
と
し
て
教
育
活
動
を
展
開
し
て
い
く
上
で
最
も
重
要
な
こ
と
で

す
。
ま
た
、
明
確
に
設
定
さ
れ
た
目
標
は
、
明
確
な
評
価
に
つ
な
が
り
ま
す
。
 

 

 

 ・
校
長
が
設
定
す
る
「
学
校
運
営
方
針
・
重
点
目
標
」
 

校
長
が
、
県
の
「
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
」
や
「
学
校
指
導
重
点
」
を
踏
ま
え
、
中
長
期
的
視
野
に
立
っ

 

 高
校

生
、
そ

の
保

護
者
、
地
域

住
民
、
小

中
学

校
、
市

町
村

、
地
域

企
業
な

ど
、
さ

ま
ざ

ま
な

ス
テ

ー

ク
ホ

ル
ダ
ー

に
対
し

て
重
要
な

影
響

を
及

ぼ
す
も

の
で
あ
る

。
長

期
構
想

２
０
２

０
は
、
上

記
の

山
梨

県
高

等
学

校
審

議
会

と
い

う
公

開
さ

れ
た

諮
問

機
関

で
調

査
審

議
及

び
答

申
に

関
す

る
事

務
が

遂
行

さ
れ

、
そ

の
審

議
内
容

及
び
結

果
は

、
県
の

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

5で
公

開
さ

れ
て
い

る
。
長
期

構
想
（

素
案

）

に
対

す
る
県

民
意
見

の
募
集
も

行
っ

て
お

り
、
長
期

構
想
２

０
２

０
も

上
記
記

載
の
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や

県
の

広
報
で

公
開
さ

れ
て
い
る

。
 

こ
の

よ
う
に

、
さ

ま
ざ
ま

な
手

段
で

、
ま
た

、
長

期
構
想
の

策
定

か
ら

公
開
に

至
る
い
ろ

い
ろ

な
過

程
で

情
報
が

公
開
さ

れ
て
い
る

が
、
県

民
生

活
に
与

え
る
影

響
が

大
き

い
こ
と

か
ら

、
よ

り
積

極
的

に

い
ろ

い
ろ
な

媒
体
を

駆
使
し
て

県
民

に
広

く
知
ら

し
め
る
こ

と
を

期
待

す
る
。
 

  

 
5 山

梨
県

高
等

学
校
審

議
会

：
https://www.pref.yam

anashi.jp/koukai-
tokushi/shingikai/senbatsuseido.htm

l 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

二
八



 

 

 
県県
立立
学学
校校
にに
おお
けけ
るる
人人
事事
評評
価価

  
 学
校
評
価
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、
県
の
「
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
」
や
「
学
校
指
導
重
点
」
を
踏
ま
え
、
中

長
期
的
視
野
に
立
っ
て
、
教
室
の
現
場
で
各
学
校
長
が
設
定
す
る
「
学
校
運
営
方
針
・
重
点
目
標
」

に
従
っ
て
学
校
が
経
営
さ
れ
る
中
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
教
職
員
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ

る
と
い
え
る
。
 

  人人
事事
評評
価価
制制
度度
導導
入入
のの
背背
景景
  

 学
力
向
上
へ
の
取
組
や
い
じ
め
問
題
の
解
消
等
、
様
々
な
教
育
課
題
に
立
ち
向
か
い
解
決
す
る
た

め
に
は
、
教
育
者
と
し
て
の
使
命
感
や
教
育
へ
の
情
熱
、
児
童
生
徒
へ
の
実
践
的
な
指
導
力
な
ど
の

資
質
・
能
力
を
有
し
、
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
や
協
力
関
係
を
築
き
な
が
ら
、
児
童
生
徒
の
豊

か
な
成
長
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
教
職
員
を
育
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
教
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
個
性
や
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
つ
つ
、
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
の
下
に
組
織
的
に
連
携
し
、
協
力
し
て
教
育
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
学
校
の
活

性
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

そ
の
た
め
、
本
県
で
は
、
教
職
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上
と
学
校
組
織
の
活
性
化
を
ね
ら
い
に
、

平
成
１
９
年
度
よ
り
、
能
力
評
価
・
業
績
評
価
・
意
欲
評
価
と
目
標
管
理
の
導
入
を
柱
と
す
る
『
教

職
員
の
評
価
制
度
』
を
実
施
し
て
き
た
。
実
施
年
数
を
重
ね
る
中
、
制
度
の
運
用
や
効
果
が
定
着
し
、

教
職
員
の
持
つ
多
様
な
能
力
を
最
大
限
に
引
き
出
し
、
教
職
員
の
意
欲
や
能
力
等
を
客
観
的
、
継
続

的
に
把
握
・
評
価
し
、
人
材
育
成
や
能
力
開
発
に
生
か
し
て
き
た
。
 

一
方
、
平
成
２
６
年
５
月
に
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
が
あ
り
、
人
事
評
価
（
職
員
が
そ
の
職

務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績

の
評
価
）
の
実
施
と
、
人
事
評
価
を
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
さ

ら
に
、
平
成
２
７
年
９
月
に
地
方
公
務
員
法
の
施
行
期
日
が
平
成
２
８
年
４
月
１
日
と
さ
れ
た
。
 

本
県
で
は
こ
の
法
改
正
の
趣
旨
に
鑑
み
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
『
教
職
員
の
評
価
制
度
』

の
成
果
を
引
継
ぎ
、
課
題
点
の
改
善
を
図
り
な
が
ら
人
事
評
価
制
度
を
実
施
し
、
そ
の
評
価
結
果
を

人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

  人人
事事
評評
価価
制制
度度
のの
ねね
らら
いい
  

 i.) 
教
職
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上

 
学
校
教
育
の
担
い
手
で
あ
る
教
職
員
は
、
自
己
の
職
務
で
の
課
題
や
目
標
を
明
ら
か
に
し
た
上
 

で
、
創
意
工
夫
し
な
が
ら
自
己
の
目
標
達
成
に
向
け
て
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
 

い
る
。
 

 

 

て
、
学
校
の
運
営
方
針
や
年
度
重
点
目
標
を
示
し
ま
す
。「

方
針
」
や
「
目
標
」
は
職
員
に
と
っ
て
分

か
り
や
す
い
も
の
と
し
、
各
主
任
は
こ
の
「
方
針
・
目
標
」
の
達
成
を
目
指
し
て
、
分
掌
な
ど
の
目

標
を
設
定
す
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
目
標
の
数
を
多
く
設
定
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
焦
点
を
絞
っ
て
重

点
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
目
標
の
方
が
、
組
織
と
し
て
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。』

 

 

つ
ま
り
、
山
梨
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
教
育
の
目
指
す
姿
）、

学
校
指
導
重
点
（
山
梨
県
の
学

校
教
育
の
目
指
す
姿
）
を
基
に
、
各
学
校
の
教
育
目
標
が
設
定
さ
れ
、
年
度
目
標
と
し
て
各
学
校
の

指
導
重
点
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
山
梨
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
山
梨
県
教
育
振
興
基
本
計

画
に
お
い
て
、
基
本
理
念
「
学
び
続
け
 
共
に
生
き
 
未
来
を
拓
く
 
や
ま
な
し
の
人
づ
く
り
」
と

し
て
「
目
指
す
姿
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
も
と
三
つ
の
基
本
目
標
「
基
本
目
標
１
「
生
き
る
力
」

を
育
む
質
の
高
い
教
育
の
実
現
」「

基
本
目
標
Ⅱ
人
生
を
豊
か
に
し
、
社
会
を
支
え
る
生
涯
学
習
の
展

開
」
「
基
本
目
標
Ⅲ
だ
れ
も
が
安
心
し
て
学
べ
る
教
育
環
境
の
整
備
」、

以
下
 
基
本
方
針
、
施
策
項

目
、
施
策
の
概
要
、
主
な
取
組
、
個
々
の
事
業
と
し
て
計
画
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
記
の
と

お
り
で
あ
る
。
 

  学学
校校
評評
価価
シシ
スス
テテ
ムム
のの
問問
題題
点点
  

 今
回
の
包
括
外
部
監
査
に
お
い
て
は
、
こ
の
各
学
校
の
目
標
に
つ
い
て
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
て
い
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
は
、「

Ⅲ
－
２
－
（
６
）
山
梨
県
立
学
校
に
お
け
る
学

校
評
価
シ
ス
テ
ム
」
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
各
学
校
が
山
梨
県
教
育
振
興
基
本
計
画
の
事
業

に
つ
い
て
、
重
点
事
業
と
し
て
意
識
は
し
て
い
る
も
の
の
、
県
の
方
か
ら
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
事

業
に
つ
い
て
重
点
目
標
と
し
て
取
り
組
む
の
か
、
ま
た
、
ど
う
い
っ
た
指
標
に
つ
い
て
集
計
す
る
の

か
と
い
っ
た
具
体
的
な
指
示
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
県
立
学
校
が
主
導
で
行
う
事
業
も

多
数
あ
り
、
山
梨
県
の
目
指
す
べ
き
姿
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
県
が
積
極
的
に
各
学
校
が
重
点
施

策
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
事
業
及
び
当
該
事
業
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
や
ア
ウ
ト
カ
ム
な
ど
の
指
標
を
集

計
す
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
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まま

とと
めめ

  

山
梨

県
立
学

校
の
事

業
の
執
行

に
つ

い
て

、
山

梨
県

教
育
委

員
会

及
び

県
立
学

校
の
所
掌

事
務

を
中

心
に

監
査
す

る
に
し

て
も

、
そ

の
事

業
が

ど
う
い

っ
た
位
置

づ
け

で
何

を
目
的

と
し
て
行

わ
れ

て
い

る

の
か

、
そ

れ
ぞ

れ
の
制

度
の
役

割
と

関
連

性
を
説

明
す
る
こ

と
で

、
全
体

像
を
明

ら
か
に

す
る

こ
と

も

有
意

義
で
あ

る
と
考

え
る
。

 
山

梨
県

総
合

計
画

の
重

要
な

政
策

の
一

翼
を

担
う

の
が

山
梨

県
教

育
振

興
基

本
計

画
で

あ
る

こ
と

が
分

か
っ
た

。
そ

の
計

画
は
、
多

岐
に

わ
た

る
多
数

の
事
業

か
ら

構
成

さ
れ
た

施
策
項
目

の
着

実
な

実

行
に

よ
っ
て

目
的
が

達
成
さ
れ

る
こ

と
と

な
る

。
そ

し
て
、
そ

の
計

画
の

実
効
性

を
担
保

す
る

の
が

毎

年
行

わ
れ
て

い
る
点

検
・
評
価

と
な

る
。

 
特

に
県

立
高

校
に

お
い

て
は

時
代

の
ニ

ー
ズ

等
に

対
応

し
、
『

魅
力

あ
る

高
校

づ
く

り
』

を
推

進
す

る
た

め
の
指

針
と
な

る
も
の
と

し
て

、
山
梨

県
県
立

高
等
学

校
長

期
構

想
２
０

２
０
が
策

定
さ

れ
て

い

る
。
こ

う
し
た

上
位
の

計
画
や

指
針

に
基

づ
い
て

学
校
は
経

営
さ

れ
る

こ
と
と

な
り

、
そ

の
も

と
に

定

め
ら

れ
た
学

校
の
教

育
目
標
，

指
導

重
点

等
の
達

成
が
さ
れ

る
こ

と
と

な
る
。
 

こ
う

し
た

各
学

校
に

お
け

る
教

育
活

動
•
学

校
運

営
に

つ
い

て
改

善
を

図
る

た
め

に
，

自
ら

行
う
評

価
に

加
え

，
そ

の
結
果

を
踏
ま

え
た

当
該

学
校
の

関
係
者
に

よ
る

評
価

を
実
施

す
る
こ
と

が
、
学

校
評

価
シ

ス
テ
ム

で
あ
る

。
も

ち
ろ

ん
、
こ

れ
ら

の
学

校
経

営
に

携
わ

る
教

職
員
に

対
し
て
は

、
人

事
評
価

制
度

に
よ
っ

て
、
教

育
現
場
の

活
性

化
と

教
育
の

質
の
向
上

が
図

ら
れ

て
い
る

。
 

以
上

の
よ
う

に
、
教
育

行
政
に

お
い

て
こ

れ
ら
の

制
度
が
密

接
に

関
係

し
て
お

り
、
そ
の

機
能

が
全

体
と

し
て
十

分
に
発

揮
さ
れ
る

に
は

、
相
互

に
連
携

し
て
有

機
的

一
体

で
あ
る

必
要
が
あ

る
。
今

回
の

包
括

外
部
監

査
に
お

い
て
は
、
県

立
学

校
の

事
務
の

み
な
ら

ず
、
県

立
学

校
を
取

り
巻
く

教
育

行
政

の

全
体

像
を
俯

瞰
的
に

と
ら
え
指

摘
及

び
意

見
を
取

り
ま
と
め

て
い

る
。

 

 

ま
た
、
管
理
職
に
よ
る
的
確
な
指
導
・
助
言
や
評
価
に
よ
り
、
教
職
員
自
身
が
自
己
の
能
力
や
適
 

性
を
自
ら
認
識
す
る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
能
力
開
発
や
人
材
育
成
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
 

可
能
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
教
職
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ii.) 
学
校
運
営
組
織
の
活
性
化

 
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
進
め
、
子
ど
も
・
保
護
者
・
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
は
、
教
 

職
員
一
人
一
人
が
学
校
教
育
目
標
や
学
校
経
営
方
針
な
ど
を
踏
ま
え
た
自
己
目
標
を
設
定
し
実
践
 

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

学
校
全
体
の
教
育
力
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
校
内
の
協
力
体
制
を
確
立
し
学
校
教
育
目
標
の
 

達
成
に
向
け
た
組
織
的
な
取
組
を
行
う
こ
と
で
、
学
校
組
織
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 iii.) 人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
の
活
用

 
改
正
地
方
公
務
員
法
で
は
、
人
事
評
価
を
任
用
・
給
与
・
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
 

て
活
用
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
本
県
で
も
、
人
事
評
価
を
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
し
て

い
く
よ
う
制
度
の
構
築
と
円
滑
な
運
用
を
進
め
て
い
く
。
 

 こ
の
よ
う
に
人
事
評
価
制
度
は
、
ⅲ
）
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ⅰ
）

教
職
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上
や
、
ⅱ
）
学
校
運
営
組
織
の
活
性
化
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
り
、
学

校
教
育
目
標
の
達
成
に
向
け
た
組
織
的
な
取
組
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
果
た
し
て
、
山
梨
県
教
育

振
興
基
本
計
画
の
実
効
性
の
担
保
と
な
る
と
言
え
る
。
 

 

 人人
事事
評評
価価
制制
度度
のの
問問
題題
点点
  

 

以
上
の
よ
う
に
、
人
事
評
価
制
度
は
、
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、
教
職
員

の
資
質
・
能
力
の
向
上
や
学
校
運
営
組
織
の
活
性
化
に
役
立
つ
学
校
教
育
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
達
成
す
る
に
は
、
人
事
評
価
が
効
率
的
・

効
果
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「

Ⅲ
－
２
－
（
７
）
県
立
学
校
に
お
け
る
人
事
評
価
」
に
記

載
し
た
と
お
り
、
多
大
な
労
力
を
か
け
て
人
事
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
能
力
評
価
・
業
績
評
価

に
お
い
て
は
、
標
準
的
な

B
評
価
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
教
職
員
の
資
質
・

能
力
の
向
上
に
は
、
長
期
的
継
続
的
な
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
り
、
能
力
評
価
・
業
績
評
価
に
お
い

て
も
学
校
組
織
が
活
性
化
す
る
よ
う
な
弾
力
的
な
評
価
結
果
が
期
待
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
、
意
欲

評
価
、
評
価
者
の
指
導
記
録
、
評
価
理
由
等
の
情
報
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
、
人
事
評
価
制
度
に
お
い

て
PD

CA
サ
イ
ク
ル
が
十
分
に
機
能
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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   山山
梨梨

県県
教教

育育
振振

興興
基基

本本
計計

画画
のの

点点
検検

・・
評評

価価
にに

つつ
いい

てて
  

 
【 【

指指
摘摘

事事
項項

又又
はは

意意
見見

事事
項項

】】
（（

そそ
のの

１１
））

  

11 
意意
見見

事事
項項

：：
点点

検検
・・

評評
価価

のの
体体

制制
整整

備備
のの

必必
要要

性性
（（

総総
務務

課課
））

  

新
教

育
計
画

に
お
い

て
、
進
捗

状
況

を
把

握
し
、

計
画
の
実

効
性

を
よ

り
高
め

る
た
め
に

も
施

策

項
目

に
つ
き

よ
り
重

要
な
事
業

及
び

そ
の

モ
ニ
タ

リ
ン
グ
指

標
と

し
て

の
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト

も
し

く
は

ア
ウ

ト
カ
ム

を
定
め

、
担
当
所

管
課

が
そ

の
実
績

値
の
把
握

及
び

報
告

す
る
体

制
を
整
備

し
、

点

検
・

評
価
す

る
こ
と

を
要
望
す

る
。
 

 

【【
現現

状状
】】

  
教

育
基

本
法

の
改
正
（

2
0
0
6（

平
成

1
8
）
年

1
2
月

）
に
よ

り
、
国

に
お

い
て
は

5
年
ご

と
に

教
育

振
興

基
本
計

画
を
策

定
し

、
2
0
1
8（

平
成

3
0
）
年

6
月

に
第

3
期

国
計

画
が
閣

議
決
定
さ

れ
た

。
本
県

に
お

い
て
も

、
国
計

画
を
参
酌

し
、
2
00
9（

平
成

2
1）

年
に
「

や
ま
な

し
の
教

育
振
興
プ

ラ
ン

」
を

、

2
0
1
4（

平
成

2
6）

年
に
「
新

や
ま

な
し

の
教
育

振
興
プ
ラ

ン
」（

以
下
「

旧
教
育

計
画

」
と
い

う
）
を

そ
れ

ぞ
れ

策
定

し
、

1
0

年
間

に
わ

た
り

本
県

の
実

情
を

踏
ま

え
た

教
育

施
策

を
、

総
合

的
か

つ
計

画

的
に

推
進
し

て
き
た

。
こ
の
旧

教
育

計
画

が
、
平

成
3
0
年

度
に

終
期

を
迎
え

、
令
和
元

年
度

か
ら

令

和
5
年

度
ま

で
の

5
年

間
に
わ

た
り

、「
山

梨
県
教

育
振
興

基
本

計
画

」（
以
下
「

新
教

育
計

画
」
と

い

う
）

が
策
定

さ
れ
て

い
る
。
 

こ
の

計
画
は

、
教
育

基
本
法
第

1
7
条

第
2
項

の
規

定
に
基

づ
く

、
本

県
教
育

振
興
の
基

本
計

画
で

あ
る

と
と
も

に
、
地
方

教
育
⾏

政
の

組
織

及
び
運

営
に
関
す

る
法

律
第

1
条
の

３
の
規
定

に
基

づ
く

本

県
教

育
大
綱

と
の
整

合
を
図
り

策
定

さ
れ

て
い
る

。
 

新
教

育
計
画

の
「
第

3
章

山
梨

県
教

育
の

こ
れ
ま

で
の
取
組

」
に

は
、「

計
画

策
定

に
あ
た

っ
て

は
、

2
0
1
4（

平
成

2
6
）
年
度

か
ら

2
0
1
8（

平
成

3
0
）
年

度
ま

で
の

5
年

間
を
計

画
の
期
間

と
す

る
「
旧

教

育
計

画
」
に

お
け
る

検
証
結
果

を
十

分
に

踏
ま
え

る
必
要
が

あ
る

」
と

し
、
現
状

と
課
題

を
「

旧
教

育

計
画

」
の

施
策

の
体

系
に

沿
っ

て
ま

と
め

て
い
る

。
こ

の
中

に
は

、
成
果

目
標

の
状

況
も

併
せ

て
記

載

さ
れ

て
い
る

。
 

 

 
 

      

 
山山
梨梨
県県

立立
学学
校校
をを
取取
りり
巻巻
くく

教教
育育
行行
政政
のの
概概
要要
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基
本

方
針
１

世
界
に

通
じ
、
社

会
を

生
き

抜
く
⼒

を
育
成
し

ま
す

（
社

会
を
生

き
抜
く
⼒

）
 

（
1
）

キ
ャ
リ

ア
教
育

・
職
業

教
育

の
充

実
  

（
2
）

国
際
教

育
の
推

進
 

（
3
）

外
国
語

教
育
の

充
実
 

（
4
）

海
外
留

学
等
の

充
実
 

（
5
）

伝
統
･
文

化
に

関
す
る
教

育
の

推
進
 

（
6
）

環
境
教

育
の
充

実
 

（
7
）

命
を
守

る
安
全

･
防
災
教

育
の

充
実
 

（
8
）

情
報
教

育
の
充

実
と
 I
C
T
 
環

境
の

整
備
 

 
 基

本
方

針
２

確
か
な

学
⼒
と
⾃
⽴

す
る
⼒

を
育
成

し
ま
す
（

知
）
 

（
1
）

基
礎
的

･
基
本

的
な
知
識

･
技

能
の
習

得
の
推

進
 

（
2
）

思
考
⼒

･
判
断
⼒

･
表
現
⼒

等
の
育
成
 

（
3
）

主
体
的

に
学
ぶ

態
度
の

育
成

  

（
4
）

言
語
活

動
の
充

実
 

（
5
）

理
数
教

育
の
充

実
 

 

  ＜
新

や
ま
な

し
の
教

育
振
興
プ

ラ
ン

「
旧

教
育
計

画
」
＞
の

概
要
 

 

 
 こ

こ
で

旧
教

育
計

画
の

概
要

を
示

す
と

旧
教

育
計

画
に

お
い

て
は

、
「

未
来

を
拓

く
『

や
ま

な
し
』

人
づ

く
り

」
を

基
本

理
念

と
し

、
「

夢
と

希
望

に
向

か
っ

て
自

ら
学

び
、

考
え

、
行

動
す

る
『

た
く
ま

し
い

力
』
を
育

て
る

」
及
び
「

他
者

を
思
い

や
り

、
社
会
の

絆
を

深
め

る
『

し
な
や

か
な

心
』
を

育
む

」

の
2
つ

を
基

本
目
標

と
し
、
そ

の
「
基

本
理
念

」
の

実
現
と

２
つ

の
「

基
本

目
標
」
を
達

成
す

る
た

め

の
１

０
の
「

基
本
方

針
」
を
定

め
て

い
る

。
 

以
下

、
基
本

方
針
と

施
策
項
目

、
成

果
目

標
の
状

況
を
記
載

す
る

。
 

 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

三
三



  （
3
）

ラ
イ
フ

ス
テ
ー

ジ
に
応

じ
た

ス
ポ

ー
ツ
活

動
の
推
進

 

（
4
）

住
⺠
が

主
体
的

に
参
画

す
る

地
域

の
ス
ポ

ー
ツ
環
境

の
整

備
 

（
5
）

競
技
⼒

の
向
上
 

 

 
 基

本
方

針
５

一
人
一

人
の
ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
特
別

支
援
教
育

の
充

実
に

向
け
て

取
り
組
み

ま
す

 
（

特
別

支
援

教
育
の

充
実
）

 
（

1
）

特
別

支
援
学

校
に
お
け

る
支

援
体

制
の
整

備
 

（
2
）

就
学

前
、
小

･
中

・
高
等

学
校

に
お

け
る
特

別
支
援
教

育
の

充
実

 
（

3
）

交
流

及
び
共

同
学
習
の

推
進

 
（

4
）

教
員

の
専
門

性
の
向
上

 
（

5
）

関
係

機
関
と

の
連
携
に

よ
る

特
別

支
援
教

育
の
総
合

的
な

推
進

 
 

 
 基

本
方

針
６

子
供
た

ち
が
安
全

に
安

心
し

て
学
ぶ

こ
と
が
で

き
る

教
育

環
境
づ

く
り
に
取

り
組

 

  

 
 基

本
方

針
３

豊
か
な

心
と
⾃
己

実
現

を
図

る
⼒
を

育
成
し
ま

す
（

徳
）
 

（
1
）

道
徳
教

育
の
推

進
 

（
2
）

し
な
や

か
な
心

の
育
成

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

実
施
 

（
3
）

豊
か
な

体
験
活

動
の
推

進
  

（
4
）

読
書
活

動
の
充

実
 

（
5
）

い
じ
め

･
不
登

校
対
策
の

充
実
 

（
6
）

生
徒
指

導
の
充

実
 

（
7
）

教
育
相

談
の
充

実
 

（
8
）

人
権
教

育
の
充

実
 

（
9
）

福
祉
教

育
の
充

実
 

（
1
0
）

博
学

連
携
の

推
進
 

 

 
 基

本
方

針
４

健
康
で

豊
か
な
生

活
を

営
む

こ
と
が

で
き
る
「

や
ま

な
し

ス
ポ
ー

ツ
」
 

を
創

出
し
ま

す
（
体

）
 

（
1
）

子
供
の

ス
ポ
ー

ツ
機
会

の
充

実
 

（
2
）

健
や
か

な
体
の

育
成
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（
6
）

子
供

の
読
書

活
動
支
援

 
  

 
 基

本
方

針
９

生
涯
に

わ
た
り
学

び
続

け
る

こ
と
が

で
き
る
環

境
づ

く
り

の
実
現

に
 

取
り

組
み
ま

す
（
生

涯
学
習
環

境
づ

く
り

）
 

（
1
）

多
様
な

学
習
機

会
の
提

供
及

び
生

涯
学
習

推
進
体
制

の
充

実
  

（
2
）

生
涯
学

習
環
境

の
充
実

 

（
3
）

学
習
成

果
の
活

用
支
援

 

 

 
 基

本
方

針
1
0
県
⺠
一

人
一
人

が
豊

か
な

人
生
を

送
る
た
め

の
⽂

化
芸

術
の
振

興
を
進
め

ま
す
 

（
⽂

化
芸
術

の
振
興

）
 

（
1
）

文
化
芸

術
に
親

し
む
機

会
の

充
実
 

（
2
）

文
化
芸

術
活
動

へ
の
支

援
 

（
3
）

文
化
財

の
保
存

と
継
承

 

（
4
）

博
学
連

携
の
推

進
【
再

掲
】

 
基
本

方
針
３

に
掲
載

 

 

 
 以

上
の

よ
う

に
、

成
果

目
標

の
状

況
の

と
こ

ろ
に

赤
く

囲
っ

た
部

分
は

、
（

実
績

値
―

目
標

値
）
が

マ
イ

ナ
ス
と

い
う
状

態
、
つ
ま

り
は
、
指

標
が
目

標
値
に
届

か
な

か
っ

た
施
策

項
目
で
あ

る
。
51

の
施

策
項

目
の
う

ち
、
目

標
に
届
か

な
か

っ
た

項
目
は

、
3
1
項

目
に

及
ぶ

（
平

成
2
9
年
度

実
績

）
。
6
0
％

（
＝

3
1
÷

61
×

1
0
0%
）
が

成
果

目
標

が
未

達
で
あ

っ
た
と
い

う
こ

と
で

あ
る

。
こ

の
成
果

目
標

の
状

況

に
つ

い
て
は

、
後
の

3
意
見
事

項
で

記
載

す
る
。
 

上
の

基
本
方

針
の
も

と
に
挙
げ

ら
れ

て
い

る
の
が

、
具
体
的

な
施

策
項

目
で
、
5
8
項

目
に

及
ぶ
。
そ

  

み
ま

す
（
教

育
環
境

づ
く
り
）

 
（

1
）

教
職

員
等
の

指
導
体
制

の
充

実
 

（
2
）

学
校

運
営
シ

ス
テ
ム
の

充
実

 
（

3
）

学
校

施
設
の

充
実

 
（

4
）

安
全

･
安

心
な

教
育
環
境

の
確

保
 

（
5
）

就
学

の
奨
励

 
  

 
 基

本
方

針
７

す
べ
て

の
子
供
た

ち
が

生
き

生
き
と

学
ぶ
こ
と

が
で

き
る

質
の
高

い
魅
⼒
あ

る
学

校
 

づ
く

り
の
実

現
を
目

指
し
ま
す

（
質

の
高

い
教
育

）
 

（
1
）

優
れ

た
人
材

の
確
保
と

教
職

員
の

適
正
配

置
 

（
2
）

免
許

更
新
制

の
円
滑
な

実
施

 
（

3
）

教
員

の
資
質

能
⼒

･実
践

的
指

導
⼒

の
向
上

 
（

4
）

異
校

種
間
交

流
･
連
携
の

促
進

 
（

5
）

魅
⼒

と
活
⼒

あ
る
高
等

学
校

づ
く

り
の
推

進
 

（
6
）

大
学

等
の
高

等
教
育
の

振
興

 
（

7
）

私
⽴

学
校
の

振
興

 
 

 
 基

本
方

針
８

家
庭
・

地
域
・
学

校
が

連
携

し
た
教

育
の
実
現

に
取

り
組

み
ま
す

 
（

家
庭

・
地

域
・
学

校
の
連
携

）
 

（
1
）

幼
児

教
育
の

充
実

 
（

2
）

家
庭

教
育
支

援
の
充
実

  
（

3
）

地
域

の
教
育
⼒

の
向
上

 
（

4
）

社
会

教
育
の

環
境
整
備

 
（

5
）
⻘
少

年
体
験

活
動
の
充

実
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し
て

、
そ
の

施
策
項

目
の
も
と

に
具

体
的

な
細
事

業
が
多
数

ぶ
ら

下
が

っ
て
い

る
こ
と
と

な
る

。
 

 こ
こ

で
、
以

下
に
旧

教
育
計
画

の
平

成
30

年
度
の

施
策
体

系
と

主
な

事
業
に

つ
い
て
示

す
。

こ
こ

に
掲

げ
ら

れ
て

い
る

事
業

は
主

な
も

の
で

こ
の

他
に

も
当

該
旧

教
育

計
画

に
予

定
さ

れ
た

事
業

が
数

百
あ

る
こ
と

に
な
る

。
ま

た
、
こ

の
表

の
施

策
項

目
に

数
字

が
入

っ
て

い
る
が

こ
の
数
字

は
、
当

該
施

策
項

目
の
目

標
と
な

る
指
標
の

数
を

表
し

、
こ

れ
に

対
応
す

る
形

で
、
担

当
所
管

課
の
横

に
も

数
字

を

記
し

た
。
ど
の

施
策
項

目
が
い

く
つ

の
目

標
と
な

る
指
標
を

有
し

て
い

る
こ
と

を
表
し
、
そ

の
指

標
に

つ
い

て
の
事

業
を
所

管
す
る
担

当
所

管
課

が
毎
年

度
の
点
検
・
評

価
に
お

い
て
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

し
て

い

く
こ

と
と
な

る
。
 

 

【【
問問

題題
点点

及及
びび

改改
善善

策策
】】

  
旧

教
育

計
画

の
第

7
章

に
、
本

計
画

の
推

進
に
当

た
っ
て
そ

の
実

効
性

の
あ
る

も
の
と
す

る
た

め
、

進
捗

状
況
の

点
検
及

び
見
直
し

を
す

る
も

の
と
し

て
お
り
、
毎

年
、
自

ら
点
検
・
評

価
を

行
う

も
の

と

さ
れ

て
い
る

が
、
点

検
・
評
価

が
行

わ
れ

て
い
る

の
は

、
目

標
と

な
る

指
標
を

設
定
し
た

施
策

項
目

に

つ
い

て
の
み

さ
れ
て

い
る
こ
と

と
な

る
。
５

８
の
施

策
項
目

の
中

で
、
目

標
と
な

る
指
標

を
設

定
し

て

い
る

項
目
は

、
２
５

項
目
と
な

っ
て

お
り

、
そ
の

他
の
３
３

項
目

に
つ

い
て
は

、
点
検
・
評

価
が
行

わ

れ
て

い
な
い

こ
と
と

な
る

。
こ

の
よ

う
に

多
く
の

施
策
項
目

に
つ

い
て

、
点

検
・
評
価
が

行
わ

れ
な

い

こ
と

と
な
っ

て
い
る

こ
と
が
問

題
で

あ
る

。
 

ま
た

、
基

本
方

針
毎

に
は

、
主

な
事

業
が

関
連
付

け
ら
れ
て

い
る

が
、
具

体
的

な
施

策
項

目
毎

に
具

体
的

な
事
業

と
が
関

連
付
け
ら

れ
て

は
い

な
い

。
担

当
所
管

課
と

目
標

と
な
る

指
標
と
は

関
連

づ
け

ら

れ
て

い
る
の

で
、
目

標
と

な
る

指
標

は
、
何

か
し

ら
関

連
が

予
定

さ
れ

た
諸
事

業
が
あ
り

、
そ

の
担
当

所
管

課
が
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
す
る

こ
と

に
な

っ
て
い

る
も
の
と

考
え

ら
れ

る
が

、
目

標
と
な

る
指

標
が

設

定
さ

れ
て
い

な
い
施

策
項
目
に

つ
い

て
、
そ

れ
に
関

係
す
る

事
業

を
担

当
す
る

所
管
課
は

、
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

す
る
こ

と
も
な

い
。
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

さ
れ
な

い
施
策
項

目
、
そ

れ
と

関
連
が

予
定
さ

れ
る

事
業

が

多
数

あ
る
こ

と
も
問

題
で
あ
る

。
 

旧
教

育
基
本

計
画
の

施
策
体
系

と
主

な
事

業
（
平

成
3
0
年

度
）

が
以

下
の
表

に
示
さ
れ

て
い

る
。

例
え

ば
、
基

本
方
針

１
の
施
策

項
目

は
、（

１
）
～
（
８

）
ま

で
の

8
項

目
で
あ

る
。
そ
の

う
ち
（
１

）

「
キ

ャ
リ
ア

教
育
・
職
業

教
育

の
充

実
」
の
欄

に
お
い

て
、
４

と
記

載
し
て

い
る
が

、
こ

れ
は
、
当

該

施
策

項
目

に
設

定
さ

れ
た

目
標

と
な

る
指

標
の

数
を

表
し

て
い

る
。

つ
ま

り
、

施
策

項
目

（
１

）
「
キ

ャ
リ

ア
教
育
・
職

業
教
育

の
充

実
」
に

4
つ

、（
５

）「
伝
統
・
文

化
に
関

す
る

教
育

の
推

進
」
に

３
つ

、

そ
し

て
、（

８
）「

情
報

教
育
の

充
実

と
I
C
T
環
境

の
整
備
」
に

6
つ

、
目

標
と
な

る
指
標

が
設

定
さ

れ

て
い

る
こ
と

を
表
し

て
い
る
。
点

検
・
評

価
さ
れ

る
の
は
、
こ

の
3
つ
の

指
標

に
関

わ
る

施
策

項
目

で

あ
っ

て
そ
の

他
、
5
つ

の
施
策

項
目

に
お

い
て
は

、
点
検
・

評
価

は
な

さ
れ
て

い
な
い
。

 

ま
た

、
表

の
事

業
名

の
欄

の
所

管
課

の
横

に
付
さ

れ
た

、
施

策
項

目
の

番
号
欄

の
数
値
は

、
当

該
施

策
項

目
の
指

標
に
つ

い
て
、
点

検
・
評

価
を
し

て
い
る

所
管

課
を

表
し

て
い
る

。
例

え
ば

、（
１
）「

キ

ャ
リ

ア
教
育
・
職
業

教
育
の
充

実
」
の

4
つ

の
目

標
と
さ
れ

る
指

標
は

、
義
務

教
育
課
で

2
つ

、
高

校

教
育

課
で

2
つ

の
指

標
に
つ
い

て
、

点
検

・
評
価

を
行
っ
て

い
る

こ
と

表
し
て

い
る
。
 

こ
の

よ
う
に

、
基
本

方
針

1
に

お
い

て
、

そ
の
予

定
さ
れ
た

事
業

を
管

轄
す
る

所
管
課
は

、
「

学
校

施
設

課
」
「

義
務

教
育

課
」
「
高

校
教

育
課

」
「

私
学

・
科
学

振
興

課
」
「

ス
ポ

ー
ツ

健
康

課
」
「

総
合

教

育
セ

ン
タ

ー
」
「

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

推
進

室
」

と
７

つ
に

も
及

ん
で

い
る

が
、

そ
の

点
検

・
評
価

を
行
っ

て
い
る
の

は
、
「

義
務

教
育
課

」
「
高
校

教
育

課
」

の
2
課
の

み
と
な

っ
て

い
る

。 

 加
え

て
、
目

標
と
な

る
指
標
と

関
連

す
る

事
業
に

つ
い
て
、
担

当
所
管

課
が
毎

年
、
点
検
・
評

価
を

行
っ

て
い
る

が
、
そ
の

時
、
ど

う
い

っ
た

事
業
の

ど
う
い
っ

た
事

項
に

つ
い
て

重
点
的
に

取
組

及
び

そ

の
評

価
を
す

る
の
か

が
、
計
画

や
点

検
評

価
の
中

で
体
系
的

に
明

確
に

な
っ
て

い
な
い
こ

と
も

問
題

と

な
る

。
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  以
上

は
、
旧

教
育
計

画
の
こ
と

で
あ

る
が

、
こ
こ

で
、
新
教

育
計

画
で

は
、
ど

の
よ
う
な

状
況

か
示

し
て

み
る
。

新
教
育

計
画
の
施

策
体

系
は

前
記
（

P
５

２
参

照
）

の
と

お
り
で

あ
る
。

3
つ

の
基

本
目

標
の

も
と
に

7
つ
の

基
本
方
針

が
示

さ
れ

、
そ

の
基

本
方
針

の
も

と
に

は
、
２
１

の
施
策

項
目

が
定

め

ら
れ

て
い
る

。
そ

の
２

１
の
施

策
項

目
の

う
ち
１

６
項
目
に

つ
い

て
指

標
が
設

定
さ
れ
て

い
る

。
旧
教

育
計

画
に
お

い
て
は

、
５

８
の

施
策

項
目

の
う
ち

２
５
項
目

に
つ

い
て

指
標
が

設
定
さ
れ

て
い

る
の

で
、

指
標

が
設
定

さ
れ
て

い
る
項
目

の
割

合
は

、
旧
教

育
計
画
と

比
べ

４
３

％
（

25
項

目
÷

5
8
項

目
）

か

ら
７

６
％
（

1
6
項
目

÷
2
1
項

目
）
へ
と

上
昇
し

て
い
る
点

で
は

、
施

策
項
目

数
が

、
5
8
項

目
か
ら

2
1

項
目

へ
と

実
数

は
減

少
し

て
い

る
が

、
割

合
と

し
て

は
改

善
が

み
ら

れ
る

。
ま

た
、

旧
教

育
計

画
は
、

施
策

項
目
ご

と
で
は

な
く

、
基

本
方

針
毎

に
関
連

す
る
複
数

の
細

事
業

が
紐
づ

け
ら
れ
て

い
た

が
、
新

教
育

計
画

に
お

い
て

は
、

施
策

項
目

ご
と

に
複

数
の

細
事

業
が

紐
づ

け
ら

れ
て

お
り

、
そ

の
点

で
も
、

よ
り

施
策

項
目

及
び

そ
の

も
と

の
施

策
の

概
要

が
予

定
し

て
い

る
細

事
業

が
関

連
付

け
ら

れ
て

お
り
、

ま
た

、
結

果
的

に
点
検
・
評
価

に
お

い
て

も
多
く

の
施
策
項

目
に

つ
い

て
な
さ

れ
る
こ
と

が
予

定
さ

れ

る
た

め
、
そ

の
点
で

も
改
善
さ

れ
て

い
る

と
思
わ

れ
る
。

 
新

教
育

計
画

に
お
い

て
は

、
施

策
項

目
に

設
定
さ

れ
た
目
標

と
な

る
指

標
と
関

連
す
る
事

業
に

つ
い

て
、
担
当

所
管
課

が
毎
年

、
点

検
・
評

価
を
行

う
こ
と

と
な

る
が
、
そ

の
時

、
ど

う
い
っ

た
事

業
の

ど

う
い

っ
た
事

項
に
つ

い
て
重
点

的
に

取
組

及
び
そ

の
評
価
を

す
る

の
か

が
、
体
系

的
に
明

確
に

な
っ

て

い
な

い
。

 
進

捗
状

況
を

把
握
し

、
計

画
の

実
効

性
を

よ
り
高

め
る
た
め

に
も

施
策

項
目
に

つ
き
よ
り

重
要

な
事

業
及

び
そ
の

モ
ニ
タ

リ
ン
グ
指

標
と

し
て

ア
ウ
ト

プ
ッ
ト
も

し
く

は
ア

ウ
ト
カ

ム
を
定
め

、
担

当
所
管

課
が

そ
の

実
績

値
の

把
握

及
び

報
告

す
る

体
制

を
整

備
し

、
点

検
・

評
価

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る
。 
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【【
指指

摘摘
事事

項項
又又

はは
意意

見見
事事

項項
】】
（（

そそ
のの

２２
））

  
 

22 
指指
摘摘

事事
項項

：：
点点

検検
・・

評評
価価

にに
おお

けけ
るる

目目
標標

指指
標標

のの
設設

定定
にに

つつ
いい

てて
（（

総総
務務

課課
））

  

「
旧

教
育
計

画
」
に

お
い
て
、

計
画

終
期

で
あ
る

平
成

30
年

度
の

目
標

値
を
設

定
し
て

い
る

が
、

多
く

の
指
標

に
お
い

て
、
計
画

始
期

で
あ

る
平
成

2
6
年
度

に
お

い
て

目
標
指

標
を
上
回

っ
て

い
る

ケ

ー
ス

が
存
在

す
る

。
こ
れ

は
、
実

績
の

指
標

が
算

出
さ

れ
る

の
に

タ
イ

ム
ラ
グ

が
あ
り
、
計

画
策

定
時

の
平

成
2
5
年

度
に
お

い
て
は

、
１

年
前
の

実
績

、
平
成

2
4
年

度
の
実

績
を
基

準
値
と

し
て

、
目
標

を

設
定

し
て
い

る
た
め

で
あ
る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
目

標
指
標

の
数

値
自

体
を
も

し
く
は
、
指

標
の

実
績

値
が

タ
イ

ム
リ

ー
に

算
出

可
能

な
も

の
に

設
定

す
る

な
ど

目
標

と
な

る
指

標
の

設
定

自
体

を
再

考
し

た
方

が
望
ま

し
い
。
ま

た
、
計
画
初

年
度
の

実
績
が

目
標
数
値

を
達

成
し

て
い
た

場
合
に
は

、
改

め
て

、

新
た

に
目
標

指
標
の

数
値
を
改

め
る

な
ど

の
工
夫

が
必
要
と

考
え

る
。
 

 

【【
現現

状状
】】

  
 旧

教
育

計
画

に
お
け

る
具
体
的

な
施

策
項

目
に
設

定
さ
れ
て

い
る

目
標

と
な
る

指
標
は
、
５

１
個

と

な
っ

て
い
る

。
目

標
と

な
る
指

標
は

、
そ
の

多
く
が

平
成
２

４
年

度
の

数
値
を

基
準
値
と

し
て

平
成

３

０
年

度
（

旧
計

画
の

終
期

）
の

目
標

値
を

定
め

て
い

る
。

こ
の

５
１

個
の

目
標

と
な

る
指

標
の

う
ち
、

計
画

初
年
度

に
お
け

る
実
績
値
（

平
成

２
６

年
度
）
の

段
階

で
、
目

標
値

を
上
回

っ
て
い

る
、
つ

ま
り

、

目
標

値
を
ク

リ
ア
し

て
い
る
指

標
は

、
１

５
個
あ

る
。
そ
の

内
訳

は
、

以
下
の

と
お
り
で

あ
る

。
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【【
指指

摘摘
事事

項項
又又

はは
意意

見見
事事

項項
】】
（（

そそ
のの

３３
））

  

33 
意意
見見

事事
項項

：：
設設

定定
ささ

れれ
るる

べべ
きき

指指
標標

のの
性性

質質
にに

つつ
いい

てて
（（

総総
務務

課課
））

  

目
標

と
さ
れ

る
指
標

に
つ
い
て

、
新

教
育
計

画
に
は

、
多
面

的
な

取
り

組
み
が

影
響
す
る

た
め

一
概

に
指

標
数
値

を
追
い

求
め
る
こ

と
を

せ
ず

、
複

合
的
に

評
価

す
べ

き
も

の
と
し

て
い
る
。
し

か
し

、
設

定
さ

れ
て
い

る
指
標

を
み
る
と

、
一

部
の
事

業
に
紐

づ
け
さ

れ
る

よ
う

な
も
の

が
認
め
ら

れ
る

。
施
策

項
目

に
予
定

さ
れ
た

取
組
及
び

諸
事

業
が

広
く
点

検
評
価
さ

れ
る

べ
く

、
施

策
項

目
に
設

定
さ

れ
る

目

標
と

す
べ
き

指
標
に

つ
い
て
、
一

部
の

事
業

に
強
く

関
連
付

け
ら

れ
る

よ
う
な

も
の
を
設

定
す

る
の

で

は
な

く
、
施
策

項
目
に

予
定
さ

れ
る

取
組

や
諸
事

業
が
広
く

関
連

す
る

よ
う
な

指
標
を
設

定
す

べ
き

も

の
と

考
え
る

。
 

 
【【

現現
状状

】】
  

新
教

育
計
画

に
お
い

て
は
以
下

の
よ

う
な

構
成
と

な
っ
て
い

る
。
 

 
 

 ４
８

の
目
標

と
な
る

指
標
は
、
２

１
の

施
策

の
一

部
つ

い
て

設
定

さ
れ

て
い
る

。
こ

の
指

標
は

、
数

多
く

の
取
組

の
下
に

あ
る
多
数

の
事

業
が

影
響
し

た
結
果
と

し
て

反
映

さ
れ
る

こ
と

、
つ

ま
り

、
ア
ウ

ト
カ

ム
指
標

と
し
て

の
機
能
が

予
定

さ
れ

て
い
る

。
し

か
し

、
実

際
に
設

定
さ
れ

て
い
る

施
策

項
目

の

指
標

の
中
に

は
施
策

の
目
標
と

し
て

の
指

標
と
い

う
よ
り
は

、
一

部
の
事

業
に
よ

る
ア
ウ

ト
カ

ム
・
ア

ウ
ト

プ
ッ
ト

指
標
と

な
っ
て
い

る
と

こ
ろ

が
る
。
 

例
え

ば
、
以
下

の
施
策

項
目
に

設
定

さ
れ

て
い
る

指
標
は
、
個

別
の

事
業

に
具
体

的
に
関

連
し

た
ア

ウ
ト

プ
ッ
ト

の
性
格

が
強
い
も

の
で

あ
る

。
 

 た
と

え
は
、
 

 基
本

目
標
Ⅰ
「

生
き

る
力

」
を

育
む

質
の

高
い
教

育
の
実
現

、
基

本
方
針

２
ふ

る
さ

と
に

誇
り

を
持

ち
、
地

域
や

世
界
で

活
躍
す
る

人
材

を
育

成
し
ま

す
、
の
施

策
項

目
（

３
）
イ
ノ

ベ
ー
シ

ョ
ン

を
牽

引

す
る

人
材
の

育
成
に

お
け
る
目

標
と

な
る

指
標
 

➡
㉑

「
科
学

の
甲
子

園
ジ
ュ
ニ

ア
」

に
参

加
し
た

中
学
校
の

延
べ

数
 
 

  上
記

の
表
の

平
成

26
年

度
の

指
標

の
実

績
値
の

欄
が
青
い

と
こ

ろ
は

、
計
画

終
期
の
平

成
30

年

度
の

目
標
値

を
達
成

し
て
い
る

と
こ

ろ
で

、
赤
い

と
こ
ろ
は

、
計

画
終

期
の
平

成
30

年
度

の
目
標

値

に
届

か
な
い

と
こ
ろ

で
あ
る
。

 
 

【【
問問

題題
点点

及及
びび

改改
善善

策策
】】

  
こ

の
よ

う
に

計
画

年
度

初
年

度
か

ら
数

年
間

も
し

く
は

計
画

年
度

に
わ

た
っ

て
当

該
指

標
の

実
績

値
が

目
標
値

を
ク
リ

ア
し
て
い

る
指

標
が

あ
る
こ

と
が
わ
か

る
。
こ

れ
で

は
、
目

標
と
す

る
指

標
を

定

め
る

意
味
が

薄
れ
る

。
な

ぜ
な

ら
ば

、
計
画

の
初
年

度
に
お

い
て

計
画

終
期
の

目
標
が
達

成
さ

れ
て

し

ま
っ

た
と
い

う
こ
と

は
、
計
画

の
達

成
は

一
義
的

に
目
標
と

す
る

指
標

の
達
成

で
は
な
い

に
せ

よ
、
毎

年
度

の
点
検
・
評

価
の

進
捗
管

理
の

指
標
（

進
捗
率

と
い
う

形
で

）
に
も

活
用
さ

れ
て
る

こ
と

、
ま
た
、

指
標

の
設
定

さ
れ
た

施
策
に
つ

い
て

点
検
・
評

価
を

行
っ
て

い
る

こ
と

か
ら
も

、
こ

の
指

標
の

重
要

性

が
理

解
で
き

る
か
ら

で
あ
る
。

 

こ
の

よ
う
な

原
因
は

、
実

績
の

指
標

が
算

出
さ
れ

る
の
に
タ

イ
ム

ラ
グ

が
あ
り

、
計

画
策

定
時

の
平

成
2
5
年

度
に

お
い
て

は
、
１

年
前

の
実

績
、
平
成

2
4
年

度
の

実
績

を
基
準

値
と
し
て

、
目

標
を
設

定

し
て

い
る
た

め
で
あ

る
と
考
え

ら
れ

る
。
事

実
、
旧

教
育

計
画

の
毎

年
度

の
点
検
・
評

価
シ

ー
ト

に
は

、

平
成

2
6
年
度

か
ら
の

取
組
・
評
価

か
ら
平

成
3
0
年

度
ま

で
が

記
載

さ
れ
て

い
る
が
、
そ

れ
に

は
、
平

成
2
5
年

度
の

指
標
の

実
績
の

記
載

が
な

か
っ
た

。
毎
年
度

の
点

検
評

価
は
、

前
年
度
の

指
標

の
実

績

値
で

行
わ
れ

て
お
り

、
つ

ま
り

、
平

成
2
6
年

度
の
点

検
評

価
は

、
平
成

2
5
年
度

の
指

標
の

実
績

値
で

行
わ

れ
る
は

ず
で
あ

る
が
、
実

際
、

当
該

計
画
の

点
検
・
評

価
は

平
成

2
7
年
度

の
点
検

評
価

（
平

成

2
6
年

度
の
実

績
値
に

基
づ
く

）
か

ら
の
も

の
し
か

確
認
で

き
な

か
っ

た
。
点
検
・
評
価

の
指

標
は

、
本

来
、

当
該
年

度
の
指

標
実
績
値

で
な

さ
れ

る
方
が

望
ま
し
い

。
 

ま
た

、
目
標

と
な
る

指
標
自
体

に
も

、
問

題
が
あ

る
と
思
わ

れ
る

。
な

ぜ
な
ら

、
計

画
初

年
度

に
計

画
終

期
の
目

標
指
標

が
達
成
さ

れ
て

し
ま

う
と
い

う
こ
と
は

、
目

標
と
な

る
指
標

が
が
低

す
ぎ

る
も

の

だ
っ

た
と
い

う
こ
と

で
あ
る
か

ら
で

あ
る

。
 

旧
教

育
計
画

、
「

第
7
章

進
捗

状
況

の
点

検
及
び

見
直
し
 

１
進

捗
状

況
の
点

検
及
び
計

画
の

見
直

し
」
に

も
あ

る
よ
う

に
、
計
画

の
「

点
検

に
あ
た

っ
て
は
、
目

標
と
な

る
指
標

の
達
成
状

況
を

把
握

し

な
が

ら
、
計

画
に
沿

っ
て
施
策

が
実

施
さ

れ
て
い

る
か
」
点

検
評

価
を

行
い
、
「

結
果
に

応
じ

た
取

組

の
見

直
し

」
を

行
う

と
な

っ
て

い
る

。
こ
れ

は
、
目

標
と
な

る
指

標
を

毎
年
モ

ニ
タ
リ
ン

グ
し

て
い

く

段
階

で
、
計

画
目
標

が
達
成
で

き
な

い
と

予
測
さ

れ
る
時
に

は
、
そ
の

取
組

、
つ

ま
り
は

、
細

事
業

を

見
直

し
、
そ
の

結
果
、
目

標
と

な
る

指
標

が
達
成

で
き
る
よ

う
に

計
画

を
見
直

し
て
い
く

と
い

う
こ

と

と
解

さ
れ
る

。
そ

の
た
め

に
は

、
タ

イ
ム
リ

ー
に

指
標

の
実

績
が

把
握

さ
れ
る

必
要
が
あ

る
が

、
実
績

把
握

に
は
ど

う
し
て

も
タ
イ
ム

ラ
グ

が
生

じ
て
し

ま
う
結
果

と
な

り
こ

の
点
は

問
題
と
な

る
。
 

ま
た

、
目

標
と

な
る
指

標
の
設

定
時

と
実

績
値
の

算
出
時
に

タ
イ

ム
ラ

グ
が
あ

り
、
結
果

と
し

て
今

回
の

よ
う
に

計
画
初

年
度
か
ら

目
標

と
な

る
指
標

が
達
成
さ

れ
た

状
態

だ
と
し

て
も

、
な

お
、
計

画
期

間
終

期
ま
で

、
同

じ
基

準
の
同

じ
目

標
が

設
定
さ

れ
た
ま
ま

と
な

っ
て

お
り

、
目

標
と
し

て
の

指
標

と

な
っ

て
い
な

い
こ
と

が
問
題
で

あ
る

。
 

 旧
教

育
計
画

に
お
い

て
、
指
標

の
実

績
値

が
算
出

さ
れ
る
前

に
当

該
年

度
の
取

り
組
み
に

対
す

る
評

価
及

び
翌
年

の
対
応
・
手

段
を

検
討

し
て

お
り

、
指

標
の
結

果
が

タ
イ

ム
リ
ー

に
反
映
さ

れ
生

か
さ

れ

な
い

。
上
記

に
も
あ

る
よ
う
に

、
毎

年
点

検
・
評
価

を
行
い

必
要

が
あ

ら
ば
、
適

時
に
計

画
を

見
直

す

必
要

が
あ
る

。
 

ま
た

、
計

画
策

定
時
に

お
い
て

目
標

と
な

る
指
標

の
算
定
に

お
け

る
基

準
年
の

実
績
値
の

算
出

に
時

間
が

か
か
る

た
め
、
計

画
初
年

度
点

検
・
評

価
に

お
い
て
、
も

う
す
で

に
、
計
画

終
期
ま

で
の

目
標

と

な
る

指
標
を

達
成
し

て
し
ま
っ

た
場

合
に

は
、
改
め

て
、
新

た
に

目
標

指
標
の

数
値
を
定

め
る

な
ど

を

し
て

、
計
画

の
有
効

性
を
高
め

る
こ

と
を

要
望
す

る
。
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施施

策策
項項

目目
・・

施施
策策

のの
概概

要要
・・

関関
係係

課課
  

 
 

 

   基
本

目
標
Ⅱ

人
生
を

豊
か
に
し

、
社

会
を
支

え
る
生

涯
学
習

の
展

開
、
基

本
方
針

２
生
涯

に
わ

た
っ

て
活

躍
で
き

る
学
び

の
体
制
づ

く
り

に
努

め
ま
す

、
の

施
策

項
目
（

２
）
障
害

者
の
障
害

学
習

の
推

進
 

➡
㉚

山
梨
県

障
害
者

文
化
展
へ

の
出

展
作

品
数
 

 こ
れ

ら
の

、
指

標
は

、
施
策
項

目
に

つ
い

て
設
定

さ
れ
る
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指
標

と
い
う
よ

り
も

、
個

別
事

業
の
ア

ウ
ト
プ

ッ
ト
指
標

と
し

て
の

性
格
が

強
い
。
 

た
と

え
ば

、
「

㉑
「

科
学

の
甲

子
園

ジ
ュ

ニ
ア

」
に

参
加

し
た

中
学

校
の

延
べ

数
」

に
つ

い
て

は
、

数
多

く
あ
る

諸
事
業

の
中
で
「

科
学

の
甲
子

園
ジ
ュ

ニ
ア

」
山

梨
大

会
の

事
業
に

直
接
関
連

し
て

い
る

。

し
か

し
、
施

策
項
目
（

３
）
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン
を

け
ん
引
す

る
人

材
の

育
成
に

お
い
て
は

、
多

種
多

様

な
施

策
の
概

要
を
予

定
し
て
い

る
（

図
６

）
。
 

 
 

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

四
五



  

 

【【
問問

題題
点点

及及
びび

改改
善善

策策
】】

  
上

記
の

施
策

項
目
に

お
い
て
は

、
多

数
の
取

組
が
多

数
の
関

係
所

管
課

に
ま
た

が
っ
て
、
予

定
さ

れ

て
い

る
。
し

か
し

、
そ

の
評
価

指
標

は
、
一

部
の

事
業
に
強

く
関

連
付

け
ら
れ

た
も
の
で

あ
り

、
そ

れ

に
よ

り
、
基
本

的
に
当

該
施
策

項
目

の
点

検
評
価

が
行
わ
れ

る
と

こ
ろ

、
多

く
の

他
の
事

業
が

評
価

さ

れ
な

い
指
標

と
な
っ

て
い
る
と

こ
ろ

が
問

題
と
な

る
。
 

こ
の

よ
う
な

問
題
点

を
改
善
す

る
た

め
に

は
、
施
策

項
目
に

つ
き

設
定

さ
れ
る

指
標
に
つ

い
て

、
一

部
の

事
業
に

強
く
関

連
付
け
ら

れ
る

よ
う

も
の
を

設
定
す
る

の
で

は
な

く
、
施
策

項
目
に

予
定

さ
れ

る

取
組

や
諸
事

業
が
広

く
関
連
す

る
よ

う
な

指
標
を

設
定
す
べ

き
も

の
と

考
え
る

。

  

 
 ま
た
、
同
様
に
「
㉚
山
梨
県
障
害
者
文
化
展
へ
の
出
展
作
品
数
」
は
、
諸
事
業
の
中
で
「
障
害
者
文

化
展
の
開
催
」
事
業
に
直
接
関
連
し
て
い
る
。
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